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か，この点を示しておいた。この執筆プランそのものを変更するつもりは，い

までもまったくない。

　しかし，読者にはまことに申し訳のない話だけれども，まったくの私的な事

情から，第5章に予定していた文部省筋の特別権力関係論の批判を，第4章第

2節以下に先行させて，順序の入替えをすることにした。もちろん，変更は順

序を入替えるだけの話であって，つまり第4章後半を第5章のあとにまわすと

いうだけのことであって，本論集の論文「教育労働法学一学説・判例の研究

一
」のなかで，教育労働法学についての私の構想をできるだけ仔細に展開す

るという私の計画そのものは，少しも変わらない。いずれにせよ，その展開の

プロセスでは，否応なしに，文部省筋の教育行政イデオロギーの批判にも，精

力的に取り組む必要があるからである。そうした必要がでてくることは，当初

から明白なことだからである。その理由は，およそ以下のとおりである。

　私見では，教育労働法学の体系は，教育労働法一これについての厳格な定

義は追って行なうことにするが一についての，法解釈学的研究と法社会学的

研究と，この2つを合体させることで成立する。このうち，前者の法解釈学的

研究のうちに，一つには，教育労働法というものを解釈する際に当然に踏まえ

てしかるべき特殊固有の法理一これを「教育労働条理」と呼んで「教育条理」

　　　　　　　　　　　　　　くユラ
と相対的に区別することができる一の定立と，この「教育労働条理」を踏ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
えての教育労働法の諸条規の首尾一貫した解釈論の展開とが，そして，二つに

は，現実の教育労働法の法制度の批判，いま一歩すすんで，その法制度を支え

創出している文部省筋の支配的法意識のより根底的・全面的な吟味・批判，以

上の2つの仕事が含まれる。また，後者の法社会学的研究のうちには，教職員

労働者の団結形成論，その団結を核とする住民的ないし国民的な団結形成論，

これらの組織論の構築・定立の仕事が含まれる。そして，このような組織論の

構築・定立をはかるためには，権利意識の定着度の実態調査，その権利意識の

多様な程度・範囲の定着の仕方の実存の根拠・必然性の解析・解明，権利意識

を成長せしめる契機の発見・抽出，少なくともこの3段ないし三重の調査・研

54
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究をできるかぎり広く深くすすめなくてはならない函玩：、後者の法社会学的研

究もさぼど容易「な仕事ではあb1えないのである。、・　：○ギ鳶O　t，t㌍　…、～

　教育労働法学の体系の構築上，、なぜ文部省筋の教育行政イデオロギーの吟

味・批判の仕事にも取り組む必要があることになるか，．その仕事がその構築の

プロセスでどんな位置を占めるのか，この点につき以上に説明してみた次第で

ある。

　なお，ついでまでにいっておけばt，私は，本論文の序章から第3章までの各

章についても，それぞれ今後に相当の補充を行なう必要があると考えている次

第であって，自分なりにひとまず考察を完了したと考えている章はいまだ一つ

もな…だから洛章ともその硫尾今後に・適廊していくつも戸あ
る。新たな章を追加したり，そのよう：な補充を積み重ねた．りしていってr’教育

労働法学に独自固有の論理ドこれをできるだけ鮮明な形式・内容でうちだすこ

とが，細本論文碑卿痴ぽ妨ところである・

　教育法学の法理，労働法学の法理，これらを内包しつつしかもなおこれら2

つの法理と明確に区別できるような独自固有の法理（それに貫かれた教育労働

法の科学）などというものが果たして存在するのか，あるいはそうした法理の

定立など果たして可能なのか。この疑問に向けて，肯定的eF，．説得力のある形

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　もで，できるかぎり事実にそくしながら，答えることは私見セは十分に可能なの

であるが，そのような解答をだすことは，それ自体，なかなかにしんどいこと

である。

　しかも，Hそのような独自固有の法理をうちだすためめ作業二その法理を踏ま

えて教職員労働者の権利を全体的に定立する作業，これらは，所詮，”教育労働

法の法解釈学的研究”（教育労働法の法解釈学）のカテゴリーに属するものなの

であって，さらに一段どこんにち的課題性をともなって私たちの眼前にあ：らわ

れてきている必要な作業に；教育労働法の法社会学的研究（教育労働法の法杜

会学）、がある♂だか：らwこの方面からの作業迅すすめな遣遠は麟慈鯵鎌灘自

身ほ蘂実際に，ボ岐草教職理論研究会コ預〉仲間だち匙馨翻鷲轟攣嚇をも

　　　　　　　　　　　　　　　　一3Ω綾子’　　．　　　　　　∫　　・　　　　　’　　　　　　　　　　　　5§



すすめているわけであるが。

　教育労働法の法解釈学（＝「教育労働条理」の定立）とその法社会学との平

行的・統一的な研究をすすめる過程で，はじめて，言葉のもっとも厳密な意味

における教育労働法学がつくりあげられていくと思われる。

　（1）本論集論文第12巻第1・2号（昭和53年6月）の45A°・・一ジで紹介したように・「教育

　　労働条理」なる概念は，1977年度の日本教育法学会において・兼子仁氏が提起した概

　　念である。そこで，兼子氏は，この「教育労働条理の理論化」を今後の課題として問

　　題提起したのであるが，もっぱら労働論の視角からの接近法だけで理論化が可能な

　　「教育条理」の理論化と比較して，労働論と存在論と，この2つの視角を統一し合体

　　した接近法によってはじめて理論化される「教育労働条理」がどんなものであるか，

　　その内容については，氏も，いまだまったくそこでは言及していない。氏がこの「教

　　育労働条理」なる概念のなかでどんな中身の事柄を観念されているのか，私はこの点

　　に大いに興味をもっている。

　（2）教育労働法の諸条規をそれに「特殊固有の法理」に立って解釈していくとき，必

　　然，その結果，教職員労働者が実定法上享受する，あるいは享受してしかるべき諸権

　　利の全体が浮上してくることになる。「教育労働法の諸条規の首尾一貫した解釈論の

　　展開」は，したがって，いうまでもなく，教職員労働者が享有・享受する実定法上の

　　諸権利の全面的定立をめざすものである。

第5章　特別権力関係論の批判

　教育労働法学tzとっての核心的課題の一つは，すでに本論文の随所で示唆し

てきているように，現行の教育労働法の法制度を吟味し批判しつくすことであ

る。日本の公教育の現実が明らかにしているように，それが教職員労働者の生

存権的基本権および教育権的基本権のいずれをも制限しているかぎり，また，

憲法・教基法等の法規範とそれとの背反が甚だしいかぎり，そのこんにち的課

題性は明白である。ところで，教育労働法の法制度ないし「制度としての教育

労働法」を吟味し批判しつくすためには，まずは，その法制度そのもののなか

に深く入っていかなぐてはならない。そこで，この第5章では，文部省筋の法

ら6　　　　　　　　　　　　　　　－一　310　一
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意識＝法解釈・（文部省筋の「イデオロギーとしての教育労働法」どいづてもよ

い。）を仔細に吟味するという形で，その法制度の・なが迄沢つていぐごとにす

る。そして，その法制度観にできるかぎりの批判を加えてみることにする。

　しかし，教育労働法の法制度の吟味・批判を，この第5章論文で完了するこ

とはおそらく不可能であろう。・かえって，むしろ，文部省筋の法意識を仔細に

吟味する過程で，今後に解明していかなくてはならない多くの問題がでてくる

ことになると，そのように思われるのである。吟味・批判を精≡杯やればやる

ほど，それだけでてくる問題も現実具体的で難解な問題となるに違いない。そ

の意味で，この第5章論文も，教育労働法学が今後に解明すべき当面の具体的

な課題を浮上させるものになるだろう1と思う。　　．　　　　　：　バの．

　文部省筋の支配的法意識たる特別権力関係論を仔細にフォローするなかで∴

こんにち日本の学校教職員力与どんなに専制的な労働支配の体制のなかで；、ど

んなに不自由でレか、もきびしい権利制限の状況のなかで，労働することを強い

られているか，・．まずはこのことにつき多くの人々に知ってもらうことに本章が

役立でられるa・とをつよく期待している。

　　　　　　　．序節　特別権力関係論批判の方法論

　教育労働法の法制度が具体的に何であるか｝記教育労働法の諸条規をみてい

るだけではわからない。その諸条規の解釈も複数に存在しており，ゴそれら多様

な解釈のなかからrつを選択レて教育労働法の諸条規も運用されているからで
　（1）

ある。とすれば，教育労働法の法制度現実が何であるかを知るためには，マその

諸条規がどのように解釈され運用されているかを克明にヲォロ’・一してみなくて

はならない。教育行政「理論」，二・行政実例，．行政通達う教育労働裁判の判決ダ・

これらのものがそのための素材とされなくてはならないゆえんであ｛る寵莚れち

螺材助翫鑓で庭熱蜘韻璽教鮪政個硫礫騨群章◎
「理謝の分析を正おじで象育労働法：の法制勘臓鰹壕肇難薬霧駿蝿淀籏
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ることにする。

　（1）　文部省側の教育行政「理論」を大別すれば，特別権力関係論，学校経

営近代化論，労働組織関係論，「教職＝聖職」論，この4つぐらいになるが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
ここで問題にするのは，このうちの特別権力関係論である。この「理論」その

もののなかにできるかぎり深く入っていって，そこに内包されている論理矛盾

を摘出したり，それへの教職員労働者の対応のあり方を探ったりしてみようと

思う。教育行政の諸「理論」のうちでこれをここで問題にするのは，特別権力

関係論が，こんにち，文部官僚などによってとりわけ精力的に展開されている

支配的な「理論」だというだけでなく，これが行政当局側の教育労働法の法意

識を明示したものにほかならないからである。私は，ここでは，相当に詳しく

文部省筋の教育行政論を問題にする。その理由は，第一一一tl＝，宗像誠也編『学校

運営と民主的職場づくり一重層構造論・特別権力関係論批判を中心に一』（労旬新

書，1969年），日本教職員組合編『教育労働者の権利』（上・下・日本教職員組合・

1971年），同編『教育労働者の争議行為と懲戒処分』（同，　1971年）・同編『新教育

労働者の権利』（労働旬報社，1976年）その他の先行研究があるけれども・より詳

細な，いま一つ別箇の視角からの，これについての検討が必要とされていると

考えるからである。第二に，教育労働法学の研究課題の一つを，教職員労働者

の実践・運動の自由を禁圧している現行の教育労働法制度の全面的批判に求め

るとするなら，現行教育労働法の法制度のより詳細かつ具体的な検討が必要と

なると考えるからである。そして，公務員法，教育公務員特例法などをはじめ

とする教育労働法の諸条規を，現実具体的な法制度にするものこそ，文部省筋

の法意識＝法解釈にほかならないからである。いうまでもなく，教育労働法学

は，さしずめまず，現行の教育労働法の体系を研究の対象に据え，その体系の

内部的矛盾（法規範と法制度との矛盾）を摘出しつつ，教職員労働者団結の実

践・運動をその法制度的抑圧から解放することをめざす，そのような法科学で

なくてはならない。そうであれば，現行の教育労働法の法制度の批判（文部省

筋の教育行政論の吟味・批判もこのうちに含まれる。）は，教育労働法学にと

　58　　　　　　　　　　　　　　　　　－312一
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教育労働法学（勝野）

づ．ての核心的課題め一つどなら’ぎるをえないであみう・b／ttこも

’（2）”さきに示した4’つぐちいの文部省筋の教育行歳論めうちで；とくにと

こで特別権力関係論を取り上げるのは，私のみるところ，確かにいまなお学校

経営近代化論も有力なイデオロギーの一つとなっており，関係する文献も多数

発表されてきているけれども，学校経営近代化論と特別権力関係論とを比較対

照してみたとき，法制度現実を形成するためのイデオロギーとしては，こんに

ち，前者より後者のほうがその効力をいっそう増してきているように思われる

という，そういうこともある。とのような私の印象を実証することは困難であ

るけれども，現代「福祉国家」の行政が，’国家と国民大衆とがその利害の対立

を深めその対立がいっそう深刻かっ重大なものとなってきているなかでは，そ

の権力的支配の性格ないじ支配の強権的性格をなお一段と強化せざるをえない

という，そういう現代国家行政の動向＝傾向にてらしてみれば，一つの必然的

現象とも理解できるように思うのである。「経営管理の合理化・能率化」（学校

経営近代化論の意図するどころの）が主たる課題となった時期はすでに過ぎ去

り，むしろ「行政支配の強権化・絶対化」（特別権力関係論の意図するところ）

こそが主たる課題となるような，そのようなより深刻な危機的事態に国家＝権

力が直面している，時期はまさにそのような時期に移行しているといえるので

はなかろうか。そうだとすれぼ，いわば学校経営近代化論を押し退けて特別権

力関係論が前面に登場するに至りつつある’とじても，そこに少しの不思議もな

いわけである。だから，私の予想では，国民めなかによほどの人権意識の飛躍

的成長がないかぎり，つま力事態が現在のような状態のままで推移してい・くか

ぎり，特別権力関係論は今後いっそう猛威をふるうことになるだろうと，’こう

いうごどになるわけである。　　　『　　　　　　　　’　　　　　　　t・　・，tO

・「 学校経営近代化論の批判に取り組むに先立って特別権力関係論の批判に取り

組むゆえんは，以上のようなところにある。現実の法制度の形成に特別権力関

係論がよ・り強烈に作用じている吉いう⑳が，．疑い1もなく事態の撒睡灘戎63

灘）！・F　1私がはじめてこの特別権菊関係謝ご接じ縫涜屋嚥肇院の院生時
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代のとき，すでに私は，前記のような評価に立ってこの「理論」の本格的な吟

味・批判に取り組む決意を固めていた。しかし，当時は，これに対する私見の

ような評価はいまだほとんど定着していなかった。

　論文「現代の官側管理論の考察」を雑誌『教育』（国土社）の第189号（1965年

11月号）に発表した当時，ある論者は，この特別権力関係論を「包括的支配権

の論理」と呼称したうえで，これは戦前の日本において明治30年代から40年代

に整備された天皇制絶対主義公教育の組織論を貫いた論理が今日まで「とりの

こされた」ものであり，これは法治主義の原則を「ゆがめるもの」であると，

　　　　　　　　　　　　　（3）
このような評価を公にしていた。特別権力関係論についてのこのような甘い評

価，「とりのこされた」ものだから間もなく消滅していくであろう，法治主義

の原則を「ゆがめるもの」に過ぎないのであって法治主義の原則そのものまで

突き除けてしまうようなことはない，このような甘い評価をしていたのであ

る。しかし，その後の事態は，特別権力関係論の著しい効力の増大をもたらし

ているのだから，このような論者の評価の誤りは事実によって示されることに

なったわけである。この論者のこれについての評価がその後どのように変わっ

たのか，あるいはいまだ変化していないのか，この点はいまここでは問題にし

ない。

　また，これについての宗像誠也の評価も，当初は極めて甘いものであったの

である。というのは，宗像は，1961年初版の『教育と教育政策』（岩波新書）の

なかで，これにつき「教師は公務員なるが故に，特別権力関係のなかにあり，

それ故に，教育内容や教育方法に関しても包括的支配権に服し，行政当局がき

めたことに忠実に従わなければならない，というたぐいの論法は，こけおどし
　　　　　　（4）
の愚論である。」と断定し去り，これをま正面から問題にすることの意義をい

わば認めていなかったからである。「こけおどしの愚論」として片付けること

のできるような代物を，ま正面から問題にする人間はいないであろう。しか

し，宗像も，その後になって，これが「こけおどしの愚論」として一蹴し去る

ことのできるほどに根の浅いイデオロギーではないことを認めるにいたり，宗

　60　　　　　　　　　　　　　　　　　－314一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学（勝野）

像誠也編『学校運営と民主的職場・つくザ』X労働旬報社）ご三を発刊し，そめなかで

特別権力関係論め批判に取あ組んだのであるこrなお㌻どの宗像編著めなかで

「学校における『特別権力関係』、論批判」（第3章）を展開したのは，ほかなら

ぬ兼子仁であったのであるが。

　特別権力関係論は，戦後日本においては，教育委員会法が地方教育行政法に

とってかえられ，tこれを機会に戦後日本の教青政策・教育行政が大きく反動化

していく，・まさe。その法の登場とともに，・その前後からi・tet’　？stせしめち乳そ

の後は順次著しくその影響力を強化し現在にいたっている，そのようなイデオ

ロギーなゐである。

　さらに補足的にいっておけば；行政法学界においてこの特別権力関係論が通

用石なくなっていることほ確かである乏しても；学説がどうか，学説どしてど

うかという問題ど現実の行政の世界においてどうかという問題とは，いわばま

ったく別個の問題となってしまっているというのが実状である。この点，憲法

9条解釈め件にういて考えてみるだけでなく，教育法学上の常識が現実の教育

の行政管理の世界でどんな取り扱いをうけているかを考えてみれば，極めて明

白なことであろう。反教育権論キャンペーンは一段とその激しさを加えている

からである。

　特別権力関係論に立っての教育法・教育労勧法の解釈ほ，少なくとも，現在

では教育法学会での通説でほない・し，かえらて教育法学会があげて批判の対象

としている丁法解釈」である6じかし㌧とれが教育法学会では1まどんどまった

く通用力を失らてレまっているごとは，”：これがぞく現実の教育行政の世界でも

通用力を失ってきでいることを少しも意味しない。かえって㌃事態はその友対

方向に＝’すすんでいるようにも思われる。’　　ト　・　　　　・　’t・　”　’”　軌

Lt 文部省側め論者たちも，トもちぢん，教育法学会の逓説，教脊法学力ξ定立して

きている教職員労働者の権利論これらをまったく無視して自説を展開すると

起液迦ぎぼく：なっ≒いるδ老め事葵瀦定港ぎ；な蒋稽泊裕蘂轡肇育

治学め研究成果に向け淀の対応め仕方ぱ三のぢ陀多熟あ藁翻懸翻を蕩げ竃

　　　　　　　　　　　　　　　　撒㌃、．二・三勲　勧



示すように，「教育法学の説く権利論は，一つの学説にとどまるものであって，

けっして実定法上の根拠をもつものではない。実定法にてらしてみれば，たと

えば教職員に教育権・職務権限を保障した規定などどこにもない。」というよ

うな対応の仕方で共通しているとみてよい。

　このような対応の仕方で共通し，いまなお少しも教職員労働者の権利を認め

ようとしない論者たちの主張が権力によって採用されいっそうつよく支持され

るにいたっていること，この点十分に注意しておいてしかるべき事実であると

思われる。

　一方では，教育法学の研究成果の著しい蓄積があり，そのなかで教職員労働

者の実定法上の権利も順次に明らかにされ定立されてきている。ところが，他

方では，このような教育法学の動きとは別箇のところで，教育法学の常識にて

らしてとても承認でぎないような内容の「理論」が横行し，教育現場に流布せ

しめられ，教職員労働者の権利の制限・否定に活用されている，そのような具

体的現実が厳然と存在しているわけである。この2つの事実＝現実は，もちろ

ん，一定程度相互に作用し合ってはいるというものの，いわば平行的に無関係

に実存している。教育法学の研究成果は，学校現場で活用され支配している

「理論」に対して，決定的な打撃を与えることがいまだできないでいる。

　教育法学の理論的発展は否定できない事実であるが，この事実を評価するの

あまり，学校現場の実態までもがその理論的発展につれて変化してきている，

変化するはずだとみるとすれば，それはまさに事実の重大な誤認である。

　（4）　特別権力関係論に代表される文部省側の教育行政論を正しくとらえ甘

い評価に陥ることのないようにするためには，教職員管理に向けてのこの「理

論」の導入を，もっぱら特殊日本的な現象としてだけ，あるいはもっぱら地教

行法の成立にともなって生じたいわば偶発的事象としてだけ，理解することを

やめることが必要である。たしかtc，欧米の先進資本主義諸国において，この

ような特別権力関係論が教職員労働管理に導入されている事実はない。将来と

もそうしたことは起こらないかもしれない。しかし，それにもかかわらず，特
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別権力関係論のようなイデオロ罐⌒の教職員労働管理過程へめ導入は，・それら

の諸国においても多かれ少なかれ認められる，極め竃普遍的な傾向であり動向

であると考えられるのである。

　その理由は，教職員労働者の教育関係者性，とりわけて教員の教育専門職者

性は，たとえこの種のイデオロギーの導入に反発的に作用するとしても，教職

員労働者の賃労働者性はその導入を忍受することを余儀なくさせるからであ

る。特別権力関係論のようなイデオロギーの労働管理過程への導入と教職員

の賃労働者存在性とは，実は，いわば密接不可分に結びついているからであ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　＝

　どうしてそのようにいえるか。

　賃労働者の労働管理過程は，いってしまえば，使用者による自由な労働力の

使用・処分の過程にほかならない。買い取った労働力商品の自由な消費過程こ

そ，ここでいう労働管理過程にほかならない。雇用者は，それを自己の思いど

おりに自由に使用するために，まさにそのために労働力商品を購入するわけで

ある。経済学の角度からみても，労働法学の角度からみても，賃労働者は，相

手方の労働指揮権を承認し，相手方の労働支配に服従せざるをえない人間存在

にほかならない。　　　　　　　　　　　．　　　　　　．

　しかし，そうはいっても，賃労働者側が相手方の無制約・無制限な労働力商

品の使用に甘んずるわけもないから，法律・契約・協約・慣行・先例，等々を

もちだすことに，よってt，賃労働者は労働力の自由な使用を制限しようとする。

これに対して，使用者側は，’購入レた労働力の自由な使用権をあ’くまで保持し

ようとするから，雇用者・使用者と賃労働者とのあいだでは’rどの範囲・r，．　e度

で自由な使用権が認められるか」の問題をめぐっても，、する，どい抗争がく迩か

えされることになる。．抗争の主題は，’・・：’般に｝ま，労働条件をめぐる閲題臣あゴ

て，労働内容をめぐる問題とはならないけれどもg　，：　　J．1、ご1．㌻：

淺の櫨の主題を∫：労働条件の問題に限定漆る鼓な：ぷ速窪麟働酪ρ

問興緑蹴は瞬鎮・うに・頒ま願療霞譲紗磯類欝薄関
　　　　　　　　　　　　　　　　ご鍵鳶　　　．　、　　’　　　　　⑯
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職労働者の労働管理に対する対応の仕方の特殊性がある。専門職労働者（団

結）は，契約労働条件に違反する相手方の労働指揮権の行使を許さないだけで

なく，さらにすすんで，「労働実践の自由」ないし労働内容の自主編成に制限・

制約を加えるような相手方の労働指揮権の行使に対しても，抵抗するし，抵抗

していかなくてはならないのである。

　特別権力関係論というような労働管理論が雇用者・使用者によって導入され

る必然性は，まさにここにあるのである。特別権力関係論は，極めて専制的な

内容の「理論」であるとはいえ，一種の労働管理論にほかならないのである。

「購入した労働力の自由な使用権をあくまで保持しようとする」相手方が，そ

のねらいを達成するため｝こ専門職労働者の労働管理に向けて導入したものにほ

かならないのである。

　「労働過程における人格的従属」を賃労働者に当然のこととして要求する使

用者に対して「労働過程における人格的自由」の保障をこれまた当然のことと

して要求する人間が専門職労働者である。とすれば，両者間での抗争＝紛争は

不可避的である。この抗争の過程で，教育専門職労働者に「労働過程における

人格的従属」を強制するためのイデオロギー，これこそ実は特別権力関係論等

の本体＝本質にほかならないのである。

　この辺の事情についてより詳しく検討するのに，木田宏『教育行政法』（良書

普及会，全訂版・昭和43年）が極めて「有益」である。というのは・そこでは・

労働契約関係と区別される労働組織関係は，まさに「労働力の自由な使用が認

められる」特殊な関係であり，まさにその意味でこの関係は特別権力関係とし

てもとらえられると，このように説かれているからである。

　（5）　さて，註（2）でも若干言及しておいたところであるが，私が本章で特別

権力関係論に吟味・批判のメスを加えるといっても，行政法学の視角からでは

なくて，教育労働法学に特殊固有の視角からこれにメスを加えるわけであるか

ら，特別権力関係とはそもそも何であるか，一般権力関係とはどこがどのよう

に違うのか，かって特別権力関係論というものが歴史的・社会的になぜに構成
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される必要があ亘たのか£等反の右いうならば腫別権力関係．（論）（のものに

ついでの行政法学的な解説ないし考察は，・・ここでは以後＋切しないつもりであ

る。そのような行政法学的論究は行政法学関係の書にすべてゆずるつもりであ

る。そのようにすると私の以下での特別権力関係論の批判が極めてわかりにく

いものとなってしまいはしないかという危惧をあるいはもたれる向きもあるか

もしれないけれども，必ずしもそういうことにはならないと思う。というわけ

は，特別権力関係論のなかを貫徹する論理は，まさに「包括的支配権の論理」

であり，「公法関係のうち，一般権力関係においては法治主義の原理が適用さ

れるが，特別権力関係の内部においては，まさにその法治主義の原則が適用排

除される」という論理なのであって，この論理によって，たとえぼ公務員たる

教職員の勤務関係とか，児童生徒の在学闘係とかi営造物と名づけられる学校

等の施設・設備の利用関係とかゴそういう諸々の関係Cl’あり方のすべてを説明

し切ろうとするのがこの特別権力関係論にほかならないからである。だから，

こんにちすでに支配的であり今後ますます猛威をふるうことになることが予想

される文部省筋の教育行政論を吟味していけば，それがこの特別権力関係の論

理に立って組み立てられているものであるかぎり，至極当然に特別権力関係論

そのものが何であるかについても理解を深めていくことがでぎる．E思5iからで

ある。本章で採用してしかるべき特別権力関係論今のat￥ii法は，まミにそのよ

うな接近法でなくてはならないと考えらiP　Qのである。

　（6）　さて，文部省筋の教育行政論を吟味・批判していく際の私の方法は，．

一
つには，そこに内在する論理矛盾を摘出するという方法である。教育専門職

理論の視角からの吟味・批判である。どうしてこの視角からの吟味が「そこに

内在する論理矛盾を摘出する」方法になるかといえば，実は，「教育行政権は

教職員労働者に対する包括的支配権である」という命題に立って組み立てら1れ

ている特別権力関係論，この「理論」を採る文部省筋り論者もr”ffだ奇妙なこ

とだカζ，1教員力≡専門職者芝ロマエツ移ヨナルであるξ迄を認塑導懸萢塗寡壕多

る、玩来譲臓の鯉鎮ら嫡医⑭労酢癒鷲蕪禦蹴酵多
　　　　　　　　　　　　　　　　＝旦坦≡　　、・　∴　ご・　　　　邸



てみればわかるように，専門職者に向けての労働管理権は包括的支配権ではあ

りえないのである。医師がいかに公務員となろうと，公務員医師とその管理者

との関係は，けっして包括的な支配一被支配の関係としての特別権力関係とは

ならない。「労働実践の自由」を享受することなしには，専門職者たる医師が

患者の「健康に生きる権利」を保障することはできないからである。この意味

で，専門職労働の管理関係（＝勤務関係）は，いかにしても特別権力関係であ

ることはできないのである。っまり，特別権力関係論と専門職理論とは，いか

にしても両立させ共存させることはできない。ところが，文部省側の特別権力

関係論者が「教wa　＝専門職」論を支持するのである。しかも，ほとんど例外な

くである。これほど甚だしい論理矛盾はない。一例だけをあげてみよう。

　たとえば，「教師が専門職であることについては，従来異論がなかったわけ

ではないが，現行（免許）制度は，一定の教養のほかに，教育に関する専門的

な知識技能を資格要件として求めており，教職の高度の専門性を強調してい

る。すなわち，免許制度は，教師の専門職としての地位を確立することによっ

て，教師に対する社会的評価，処遇その他の身分の保障に寄与しているものと

いえるのである（教育基本法6条2項）。」（高橋恒三『教師の権利と義務』改訂版，

第一法規，1970年，53ページ）とのべ，論者は教師が専門職であることを認めてい

る。ところが，この同じ論者が，まことに驚くべきこと｝こ，「教師は，市町村

教委，校長，教頭等の職務上の上司には忠実に従わなければならない（地公法

32条，同旨地教行法43条2項）。校長から，学力調査の実施や宿日直勤務を命

ぜられれば教師は職務として忠実に処理しなけれぱならない」（同，47ページ）

とのべ，教師を単純肉体労務者として扱う。そして，「教育は自由であり，教

師は免許状まで持った教育専門家であるから，教育権は独立しているのであっ

て他からの干渉，指揮は受けない」という，教育専門職論の立場に立てばまっ

たく論議の余地のない正論をとりあげて，「上司が一々細部にまで指示を与え」

ることをせず「個々の教師を信頼して，その創意くふうを生か」させるとして

も，「これはあくまで運用上の配慮であって，これを権利として主張すること
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ぱ全く根拠のな鳩、誤った考え方である剖・．（同誕8ぺ筥ジ）ひとして，この正論を

退けるのである旨あるいは，・eeこに引用され滋い｛る正論を宗像誠也説等に特徴

的な主張とみられる向きもあるかもしれないが，この程度のことは，実は田申

耕太郎説のなかで主張されているのである。詳説はしないが，田申は，教員は

「文化的学問的活動｝こよって社会に奉仕する」専門職者プロフェッショナルな

のだか，ら，教員の「教育権の独立」は憲法的権限として憲法上に規定されてし

かるべきだ，といっていたのである、（詳しくは，『教育実践と教育行政』237－238ぺ

Lジ参照）。教員は，教育専門職者であるかぎり，憲法的権限としての「教育権

の独立」が保障されてしかるべき人間でこそあれ，けっして単純肉体労務者扱

いされるべき人間ではない。この点では，田申説こそ正論であり，論理的に首

尾一貫している。「全く根拠のない，誤った考え方」は高橋説のほうである。．：’

　特別権力関係論者が「教職＝専門職」論を支持することはすでに甚だしい論

理矛盾なのであるが♪このような論理矛盾をそれとして論者たちが意識するこ

とがないのは，もちろん，論者たちの専門職の理解に問題があるかちである。

専門職の概念内容を徹底して綾小化しているからであるg

　論者たちによれば，教育専門職者はもはや「教育の専門家」でさえもない。

もしも教員を「教育の専門家」として認めているのであるならば，どうして教

員の「教育権の独立」「教育の自由」が否定できるか。まして，そうであるな

ら，－E＋うして教員に「命令されれば忠実に処理しなければならない」職務とし

て宿日直勤務まで例示することができるのか。．’＿．．

　「教育の自由」、も認められず宿日直勤務にさえ従事しなくてはならない，そ

のような教員をあえて専門職というとすれば、いうところの専門職は単純肉体

労務職と同じでなくて何であろうか6雑役職と同、じでなくて何であろうか6乏，E’：

　特別権力関係論は，以上のような次第で，教員（集団）の，教育権の否定説

であり，、専門職者性の否認論なのである。　　　　　　　　．∵t－・r・”・．

ゴ（7）ミニ12かし輌壱善で◎特別権力関係論の問題⑳佳意は，、、．まゐ｛躰的嬉はが

それ迄p⑥鍍ρ己く一般的な逐条批判ない㊤各論別批瓢と蟻麩紘●顕では
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必ずしもない。論理矛盾の摘出という方法でもない。というわけは，ここでの

特別権力関係論の吟味・批判の視角ないしねらいも，教育労働法学の構築の課

題性の立証ということに置かれていることに変わりはないからである。教育労

働法研究の必要性をいま一つ別箇の方面から明示すること，この第5章の基本

的なねらいは，まさにここに置かれているのだからである。

　では，どのような方法がそのねらいをよりよく達成するうえに有効である

か。以下，この点を概説しておくことにしよう。

　教育労働法学の視角からの特別権力関係論への接近法は，大別して，2つに

わけられる。

　その第一。特別権力関係論を貫く論理が著しく専制的な労働支配の論理であ

ることを，より鮮明に，より具体的に，明らかにすることである。この研究課

題を達成するならば，教職員労働者（団結）等にとって，特別権力関係説を無

効にしていくことがどんなに差迫った闘争課題となっているか，この点が具体

的に明白となるからである。

　教職員の労働の管理に現実に導入されている特別権力関係論とそれにもとつ

く労働支配から教職員が自由だなどということはありえないから，特別権力関

係論とそれtzもとついて組み立てられている労働管理の法制度がまずは問題に

されなくてはならない。とくに，これがたんに一つの法意識ないし法解釈のた

めのイデオロギーにとどまるものではなくて，これがまさに権力によって採用

され支持されている法意識であり，これを活用しながらそのための法制度を組

み立てながらその法制度を媒介にして現実に労働支配をすすめているものがほ

かならぬ権力であるかぎり，この種の法意識と法制度とは，教職員労働者団結

およびそれを核とする住民的団結によって，ま正面から問題とされなくてはな

らない。

　第一の接近法が明らかにしなくてはならないことは，以上のことである。

　その第二。しかし，特別権力関係論を踏まえての法解釈がいかに悠意的・反

動的なものであるか，いかに教育条理解釈からかけはなれた不条理なものであ
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るがぶこの点自体ばすでにとれまそに教育法学力湘当にぎびしく問題にしてき

たところである。だから，文部省筋め教育行政論＼教育法規論をもっぱら労働

管理論の方面からとらえてこれを吟味し批判しているかぎりジ教育労働法学に

固有の法理にそくした吟味・批判とはならないよう，に思われる。

　では，教育労働法学のそれへの批判の仕方の特殊性は，圭にどの点にあらわ

れることになるか。、

　教育労働法学が吟味・批判の主たる対象とするものは，そこにおける労働権

（教育権，職務権限，生存権）論ではなくて，そこに．おける広義の団結権（教

育権的基本権，生存権的基本権）論にほがならない。この点に，教育労働法学

のそれへの批判の仕方の特殊性があちわれるのである。・　”

　教育労働法学の視角からみればご主たる問題は，文部省筋の教育行政論が教

職員労働者の教育権・職務権限をまつたくもうて認めようとせずこれらを全面

否認しているごと；そのこと自体にあるわけではなく，それよりむしろ，それ

が，教職員労働者力職場や地域において教育権・職務権限をうち立てるための

団結権ご敬育権的基本権をどのように認識しているか，教育権・職務権限を制

限し否定しでくる政策・行政に教職員労働者団結が対抗し抵抗していく，その

抵抗行動に対して向けられる処罰・処分をどのような論理で正当化しようとし

ている・か，等々にあるということに二なるわけである。

　第二の接近法がとりわけ明らかにしなくてはならないことは，およそ以上の

ことである。　　　　　　　　　　　　　　　　・“　　’　　　：’一　　　‘－1

　教育労働法学は，総じて，文部省側論者たちの労働権論・団結権論の全体に

批判を加えなくてはならない。　　　　　　　．　Ll　・　　　　　　、一・ぞ

　（8）・特別権力関係の論者たちの「理論」展開をフSロ’・？してみる鋲・教育

法体系の矛盾を上位法く憲法，教基法，’学教法等）’と下位法（施行規則；、省

令，施行令等）との矛盾としてつかまえることが必ずレも適当でないことがわ

カ・る麟溺ん上雄槻鰍漂祉劇制麟頚墾懸麟轡跡
レ露論者た，ちの悠意的法解釈ぱ，ぷまや上位法の諸条鐵醸諺働寵担
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り，論者たちは，その「理論」ないし法律論の正当性を上位法の諸条規の解釈

によっても論証しようとしているのである。

　たとえぱ，法解釈の争いは，憲法23条とか教基法10条などをめぐっても生じ

ており，生じせしめられているのである。つまり，論者たちは，論者たちなり

の論理により，教育法体系を矛盾のない首尾一貫した体系として画きだそうと

しているわけである。たとえば，論者たちが憲法23条や教基法10条の①②の規

定の内容をどのように解説しながら国家「教育権」説を組み立てようとしてい

るか，この点については詳説するまでもなくすでに周知のところであろう。だ

から，ここで，いま一つだけ別の事例をあげておけば，教基法6条の「公の性

質」についての解釈がある。教育法令研究会『教育基本法の解説』（国立書院，

1947年）がかつてこの「公の性質をもつ」ということの意味について，「法律に

定める学校の事業の主体がもとより公のものであり，国家が学校教育の主体で

あるという意味に解せられる。」（72　Ae　・一ジ）としていたことを取り上げ，論者

は，「学校教育は国家の専属の事業であって，国家が自らこれを行うほかは，

国家の特許によって設置経営することができる。」と解説するわけである（鈴木

勲『教育法規の理論と実際』後出，25－26ページ）。「公の性質」1こいう公が国家に

すりかえられて「国家が学校教育の主体である」こと，あるいは「学校教育は

国家の専属の事業であ」ることをいったものと解説されているが，もしもそう

だとすると，教基法6条の「公の性質をもつ」は国家「教育権」説を支持する

規定となってしまうことは間違いない。

　このような事例は，その他にいくらでもあげることができる。論者たちの法

解釈は，いまや，憲法・教基法等の諸条規にまで侵入し，国家「教育権」説が

憲法・教基法等の諸条規に根拠をもつものであるかのごとくに見せているわけ

である。教育法学説の発展は，論者たちのより意識的・精力的な学説非難を惹

起せしめているから，いっそうそのように見えてくるわけである。

　総じて，教育法学は，「国民の教育権」論を基礎に据えて，わが国現行の教

育法体系の論理構造を明らかにしたけれども，文部省筋の論者たちは，「国家
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の，『教育権』」論を基礎に据えて，二：教煮法学的教衰法体系とは異質対立的な教

育法体系こそが実在癖る法体系で牽ると主張玄る嚢憶にすすんできているb1そ．

のような次第で，，いわばどの教育法の条規をと．りあげてみても，それにつき2

つの対立する解釈が「成立」していることに十分に注意しておく必要がある。’

　（9）　さて，ここでとりあげる文献は，主に，文部省地方課法令研究会『新

学校管理読本』（第一法規，昭和44年。以下r読本』という。），同『学校管理法規演

習』（同，昭和47年。以下『演習』という。），同『解説教育関係行政実例集』（学陽書・

房，全訂新版・昭和44年，改訂新版・昭和51年。以下『実例集』という。），高橋恒三

『改訂教師の権利と義務』（第一法規，昭和45年。以下「義務』という。），諸沢正道

監修『教師ハンドブック』（帝国地方行政学会，1974年。以下『ハンドブック』とい

う。），鈴木勲『学校経営のための法律常識』（第一・法規，1975年。以下『学校経営』

という。），同『教育法規の理論と実際』（教育開発研究所，口976年。以下『理論と実

際』という。），木田宏『文教の課題に向けて』’（第r法規昭和53年。以下r文教の

課題』・という。）など，比較的に最近に出版されたものにする。

　そしで；地教行法の成立の直後ぐらいから出版されてその後に改訂されだり

しているもの，たとえば，今村武俊『教育行政の基礎知識と法律問題』ゴ（as－一法

規，初版・昭和39年，改訂版・昭和41年。以下「法律問題』という。），林部一二『学校

管理の本質』（明治図書，1966年。以下『本質』という。），高石邦男『学校経営の法．

律常識』（同，1966年。以下「法律常識』とV・う。）などは，補足的にとり・あげてい．く

ことにする。

　なお，私の分類では，特別権力関係論というよりも労働組織関係論に属す，一

その代表的なものである木田宏『教育行政法』（良書普及会，初版・・昭和32年〉：の

全訂版が昭和43年に出版され同51年にその第2版がだされている。特別権力閨

係説を巧みにとり入れている著作であるので，これをも補足的にとりおげる這

　とにしたい。　　　　　　　　．　　　　　　　　　＾　　　・，て　‘i－’t

　　（10＞いかに文部省筋の縮磁論でも撮近鱗醒鴨墾鱒畢多
少なり違うてきているはずだと考えるから誌私ぱ，き裳穣飽露鐘ぴ趣¢燈主に
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とりあげることにするわけであるが，実際には，その内容にほとんど変化が認

められないのである。そうなれば，必然，教育の管理経営の世界に，前近代の

遺物とさえみられる特別権力関係論が，これほどまでに，長く，強く，安定し

て，通用しているわけは何であるか，この点についての社会科学的な解明が必

要とされているようにも思われてくるのである。

　しかし，このような問題の社会科学的な解明がどんなに焦眉の課題となって

いようとも，この問題は，教育労働法の法社会学上の問題に属するものであっ

て，その法解釈学上の問題には属さないものと考えられる。したがって，この

問題に深入りすることはここでは控えるけれども，あらかじめここで，この問

題への接近法についてだけは若干なり論及しておこうと思う。

　特別権力関係論等々の遣物がいまなおわが国公教育の世界で通用しており，

しかもそれが一向に衰える気配をみせない，それどころかいっそうま正面に押

しだされてきている理由につき，文部省筋の論者たちの旧憲法的感覚・伝統的

思惟様式の残存を指摘することは容易である。また，国家独占資本主義といわ

れる経済の発展段階においては，つまりその上部構造たる現代「福祉国家」に

おいては，国家行政の反動性・恣意性が著しく強まること，そのなかで「あら

ゆる反動的なもの」を総動員して行政支配をすすめる傾向があること，こうし

たことを指摘することも容易である。しかし，私は，その理由を，むしろ教職

員労働者および父母・住民の個々人および諸団体の，そのような行政に対する

対応の仕方のなかにこそ発見しなくてはならないのではないかと考えるわけで

ある。

　私は，いわゆる「教育の荒廃」（宗像誠也）ないし「教育の危機」を，特別

権力関係論の支配それ自体のなかにではなく，そのような特別権力関係論を排

除しようとする教職員・父母・住民の意思の後退のなかに見出すのである。国

民の側にそれを排除しようという強烈な意思が，相当に広く強くあるとはどう

しても思えないこと，かえってそのような意思が日々に衰弱せしめられていっ

ていること，ここにこそ「教育の危機」があり，ここにこそ特別権力関係論等
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をいっそう横行せしめている真因があるのではなかろう’か。

　すべて物事は，客観的要因と主観的要因とのカ1らみ合いのなかで発生し発展

し消滅していくわけであるから，上記した意思の動向だけが原因だとはもちろ

んいえない。しかし，この意思の動向に探りを入れること，意思の実態にメス

を加えること，このことを怠っているかぎりは，「教育の危機」を前進的に打

開し，特別権力関係論等を公教育の世界から放逐してしまう，そのための方途

はけっして明らかにはなってこないのではないか。

　法解釈学の立場からの特別権力関係論等の吟味・批判には所詮限界があるの

であって，たとえ遠回りの仕事になっても，法社会学の立場からの吟味・批判

に取り組んでいかなくては，事態の根本的解決は所詮はおぼつかないのではな

いか。私は以上のように考えるのである。

（1）「教育行政とは権力の機関が教育政策を現実化することだ」「教育政策とは権力に支

　持された教育理念だ」「教育理念を権力が支持したとき教育政策が成立する」。これら

　は，宗像誠也が『教育行政学序説（増補版）』（有斐閣，1969年）の1，233A°・一ジ，

　『教育と教育政策』（岩波新書，1961年）の5　A°　・一ジ，等で行なっている教育政策の定

　義であるが，教育労働法の法制度に開｝zても，同じ定義があてはまる。「多様な法解

　釈のうち，権力によって支持されだ法解釈が法制度である」「権力が特定の法解釈を

　支持したときここに法制度が成立する」等と定義できるからである。

　　なお，ここで念のために注意レておきたいことは，権力の法解釈は，憲法23条・同

　26条，教基法担条など，法源的意味因容が相当に明確な法条規にまで遠慮会釈4く広

　く深く入り込み，あたかも法制度現実が憲法・教基法によっても合憲性・合法性をか

　くとくするかのごとくに法解釈的「論証」をしてみせていることである。’もちろん，

　教育法の上位法と下位法とのあいだには解き難い対立が存在するともいえるけれど

　も，真の対立は，それよりもむしろ，教育法の体系（・＝諸条規の総体）についての法

　解釈にあるといったほうが正確である。基本的対立は，教育法の体系の，教育法学的

　解釈と文部省筋の権力的解釈（＝公権的解釈）とのあいだにある。だから，法解釈論

　争は，すでに，憲法23条，同26条，教基法10条からはじまっているのであり，法解釈

　論争は教育法の体系の全面にわたっているというのがこんにちの実状なのである。

！㌧漂鱗蕊麓麟黙灘㍊㌫㌫蕊；纂㌫；
法学上の議論であっ℃一般権力関係論に対比して絶対主義藁配体翻縛づぐりあげ
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　られたものである。従前の行政法学は，いわゆる公法関係のなかに，この2つの関係

があり，この2つの関係の異質性を強調している。「法律なけれぱ行政なし」の法治

主義の原則は，一般権力関係のなかではそのまま通用するが，特別権力関係一たと

　えば，公務員の勤務関係，営造物の利用関係，児童生徒の在学関係，等一のなかで

　は，この原則は「適用排除される」とするというわけである。このような特別権力

　関係論の論理を踏まえて，文部省筋の論者たちは，ほぼ例外なく，その教育行政論を

組み立てているわけである。ここでは，従前の行政法学が組み立てた上記のような特

別権力関係の理論，これを踏まえて組み立てられた（文部省筋の）教育行政論これ

　を簡略化して特別権力関係論と呼ぶことにしているわけである。だから，ここで特別

権力関係論を批判するといっても，そのことは特別権力関係論そのものを批判すると

　いう意味ではなくて，特別権力関係論に立った教育行政論を批判するという意味であ

　る。もちろん，そのような批判は，必然，特別権力関係論そのものの内容的批判にま

　で，相当程度すすまざるをえないことになるけれども。

（3）たとえぱ，持田栄一『教育管理の基本問題」東京大学出版会，1965年。同『学校づ

　くり』三一書房，1963年。同『日本の教育計画』同，1965年。

（4）宗像誠也『教育と教育政策』岩波新書，1961年，97　A°　・一ジ。

（5）この辺の詳しい経過については，拙稿「現代の官側管理論の老察」雑誌「教育』国

　土社，1965年11月，第189号，85－97ページ。

第1節　労働権理解をめぐる諸問題

　特別権力関係論の吟味・批判をどこからはじめるか。教職員労働者にとっ

て，まずは，教育権・職務権限および生存権を確保していることが必要であ

り，合わせて，生存権を自力で確保しぬくための団結権たる労働基本権と，教

育権・職務権限を制限し否定し去ろうとする政策・行政に対抗していくために

は，父母・住民とともにそのような政策・行政に対抗していくための集団的行

動の自由，同じくすすんでは父母・住民とともに父母・住民のための教育を創

造していくための集団的行動の自由と，これら2種類の団体行動ないし集団行

動の自由（＝広義の団結権）を享受することがどうしても必要である。そのよ

うなわけで，まずはじめに，教職員労働者（集団）の労働権（教育権・職務権

限および生存権を含めて）の理解をめぐる諸問題を取り上げ，ついで，そうし
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た労働権を支える団結権，これの理解をめぐる諸問題を取り上げるという方法

が，’　IE然な順序だという謹遠語Sぢだ・［　；1　j”　t／　一

　そこで，以下この第1節では，教職員の労働権（広義）－mp解をめぐる諸問題

を取り上げることにするが，特別権力関係論者たちの労働権論の考察も，論者

たちの学校管理論・学校経営論を検討する程度では足りないのであって，検討

の範囲をはるかに拡大してかからなくてはならない。そうでないと，学校管理

論（主に学教法5条論）および学校経営論（主に学教法28条論）そのものも，よ

り深い地平からとらえることができない。学教法5条論・28条論の基礎には，

至極当然なことながら，論者たちに特有な憲法23条論・教基法10条論・教特法

19条論等々が据えられているわけだから，この方面からも論者たちの法解釈が

何であるかにつき，検討を積み重ねなくてはならない。そのような次第で，・こ

の第1節の〔1〕を学校管理経営論の考察にあてて総論的な考察を行ない，つい

で⑪〕を各論的な考察にあてることにする。〔ll〕に収録する各論は，主に教育

権・職務権限に関係するものなので，見出しも教育権・職務権限論とする。’

　また，．労働権理解をめぐる諸問題のうちには，当然に，教職員の生存権に関

係する諸問題も含まれる。とくにピ教職員の賃金・労働条件等のあり方にっい

ては，憲法25条の条規にてらし’f’一般的に考えていたのでは足りないのであっ

て，教基法6篠②⑳条規にてらじて考えぬいてみる必要がある。そこで，その

〔∬〕では，論者だちのジ教職員の労働条件に関する理解をできるだけ問題にし．

てみることにする。教基法6条②の後段「教員の身分は尊重され，その待遇の

適正が，期せられなければならない。」という規定にてらして点検されなけれ

ばならない教職員の労働条件の問題も多方面に及ぷことになるけれども，；論者

たちが共通に問題にしている事項は，採用・転任・配転，勤務時間，宿日直勤

務，勤務評定r’懲戒処分・分限処分，等々であるので：〔1〕ではこれ渉の労働

条件事項に焦点を合わせて検討しておかなくてはならないと思6てぽる講生存

権問題全体にはとても及ばないけれども。、　　’・1㌍

　　　　　　　　　　　　　　　　一32乳一　　　　　　　　　　．　　｝こ”　　．’　　　　　　7》5：



〔1〕　学校管理経営組織論

　特別権力関係論者たちの学校管理経営論の整理・紹介からはじめよう。

　（1）文部省筋の論者たちのなかでも，管理と経営の2つの概念の関係のと

らえ方は，必ずしも一定していない。管理機能の内部に経営機能をくみ込んで

両機能の関係をとらえる場合と，まさにその正反対のとらえ方とがあるからで

ある。ここで主に問題にしている特別権力関係論者たちの場合は，教育委員会

の管理権限の内部に校長の経営権限をくみ込んで理解している点で特徴的であ

る。したがって，ここでの考察の順序としては，学校管理論の検討からはじめ

て学校経営論の検討にすすむというのが事理に適っているということになるだ

ろう。

　（2）　さて，管理と経営という2つの機能の関係をどのような仕方でとらえ

るにせよ，管理経営論が各職種労働の組織論であることに違いはない。管理経

営過程は各職種労働の組織化過程にほかならない。とすれば，学校管理経営論

を検討する際に，その核心にくる問題は，それが各職種労働を直接に担ってい

る教職員（集団）の労働管理権（＝労働組織権）をどの程度・範囲まで認めな

がら理論構成されているか，まさにこの問題となる。もっと具体的にいうなら

ば，教職員（集団）による労働の自主的管理権としての教育権・職務権限，こ

れをどの程度まで認めながらそれが組み立てられているかの問題となる。

　もちろん，あれこれの学校管理経営論を検討するに際して，この問題こそが

もっともきびしく問われなくてはならないのは，教基法10条が「教育は，不当

な支配に服することなく，国民全体に対し直接に責任を負って行われるべぎも

のである。」と宣明することによって，「教育」労働については教職員（集団）

それ自身が国民全体にたいし「直接責任」を負うことのできる形でその管理経

営形態が組み立てられなくてはならない旨明らかにしているからである。

　以下，学校管理経営論の検討にすすもう。　　　　　　　　　　　一
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’

学校管理論”1、一’ばLt≡“．．，　　已．　　　∵　：　・1：・‘・・こ

　（1）管理ピ学教法5条ぽは，丁学校の設鰭1ま；・・，そ⑳設置する学校を管理

し，法令に特別の定のある場合を除いては；をの学校の経費を負担する。」と

あるが，ここでいう「管理」をどう解するか6　　　－t　　tt　1：・

　①　地教行法23条が列挙している教育委員会が「管理し，及び執行する」事

務のなかには，教育の外的条件整備事務のほかに，まさに教育の内的事項事務

（学校の組織編制，教育課程，学習指導，生徒指導及び職業指導に関すること，教科書そ

の他の教材に関すること，校長・教員その他の教育関係職員の研修に関すること，等々）

まで無差別に雑然と加えられているため，iF『管理』どは，学校をその本来の目

的を達するように維持，運営することである。」「物的・人的・運営面のすべて

にわたる規制作用である。」（r演習』3ページ）と定義されることになる。．さら

にまた，極端にも；・教育委員会は，学校の施設・設備の管理・教職員の服務管

理，教科書・教育課程の管理，等々の多面にわたり「学校の管理運営にオ←ル

マ1イティーな権限を有しているともいえる。」（同，103ページ）というにいたっ

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　1　”t

　②「公の支配権を有する者が，その支配権に基づいてその対象となるもの

を規制すること」を意味するものが「管理」であるとして，「学校を管理する

とは，設置者がその設置する学校に対する一般的な支配権をもって学校を維持

し，学校の設置目．的をできるだけ完全に達成させるために必要ないっさいの行

為を行うことをいみする．6』；¢崇狡経営』22A°・一ジ。「理論と実際』27ページ）という

場合も，管理権は，一般的支配権とされ，「必要ないっさいの行為を行う」権

限となる。学教法5条・地教行法23条にいケ「学校の管理」はこのような内容

で解されるから「法律上の立場」からは教育委員会は「学校運営全般にっめて

これを規制する立場にあ」るといわなくてはならないとする。とこゑ惑：1他

面，ζの論者は，この法律上の立場と「その権限を実際に行使章る運用上の聞

題とは・おのずがら異婿C」・（同・湖卒助とじ奪職理輪毎鱒藷鞍勘

主体性，：：教育の自主性・創造性濃等麦を・「阻害する違ξ磨纏灘癒灘繊」9る

　　　　　　　　　　　　　　　

一
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から，その行使に際しては運用上の配慮が必要だという（同，24ページ）。「学

校の管理」の法解釈にいかにも無理がありこのような管理論では教育を台無し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
にしてしまう「おそれ」があることを相当程度「自覚」しながら，なお法律論

と運用論とを区別することであくまで不条理＝無理を押し通そうとする。

　ついでにいえば，このような論法は，論者が国家「教育権」説を展開する箇

所にもあらわれる。論者によっても，学校は行政組織の一部であり，教育の事

業は「行政の一分野である」から，もはや教育と教育行政とは区別されるべき

ものではない。「国民，住民に学校教育を提供する事業主体は，学校を設置す

る国，地方公共団体である」「学校は，国，地方公共団体の行政組織の一部と

して教育活動を展開している」（同，26・Ae・一一ジ）「教育委員会と学校の関係は，住

民に対しては両者一体となって広い意味での行政機関として，行政の一分野で

ある教育の事業を行っているのであり，行政機関の内部関係tcおいては，両者

は管理機関と被管理機関との立場に立つ」（同，27ページ）等々とのべ，学校は

行政機関だとまで断定しながら，学校教育においては「教職員の自主性，創造

性が要請されるということまで否定してはならない」から「望ましい（管理）

態様が考えられる」（同，27ページ）必要があるという。論者は，「教育の自主

性・創造性を承認する望ましい管理態様は何か」をあらためて問いかえす課題

に，自分自身を直面させている。

　③　このような苦渋に，論者は，「教育課程の編成権者」論等においても直

面し，結論的には「教育委員会が教育課程の編成権限を有する」（同，54ページ）

としながら，学校の主体性，教職員の自主性・創造性，等が「強く要請され

る。」（同，54ページ）ことを力説せざるをえないでいる。

　教員の職務上の独立説，教育の自由説を退け教員（集団）の教育課程の自主

編成権は「現行の法制下においては認められない」（同，53ページ）としたり，

さらに，教育課程編成権は校長にあるとする説につき，それは，地教行法が学

校管理機関としての教育委員会と教育機関としての学校を分けて定めている

（地教行法48条②2号，33条等）以上，教育課程編成権は学校にあり教育委員
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会はあミまでもその基準設定権しか有しないとする説セ；教育委員会に対する

学校の独立説を背景とずるもめであるが，地教行法23条がら教育委員会が設置

者たる地方公共団体の管理機関として学校の人的・物的・運営の管理諸権限を

有し「学校運営全般について法律上これを規制する立場にある。」（同，53Ae・一・・ジ）

としたりして，論者は，「ここから教育委員会は，教育課程の編成の権限も有

しているとする解釈がでてくる。」（同，54ページ）と結論するわけである。しか

し，他方で論者は，学校の主体性ある運営の必要，教職員には教育活動を行な

ううえで自主性・創造性の発揮が「強く要請され」ること，だから「教員ひと

りひとりの自主的，’創造的な意見を」教育課程編成の過程で反映させることが

「不可欠であること」（同，54A°・一ジ），等々を指摘し法律論と運用論とをまった

　　　　　　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・

く別箇に展開している。論者の法律論と運用論とのこのようなぞご（「理論と実

際』63－65A°・一ジでも同じ）は，論者の法律（解釈）論が学校運営に固有の性格か

ら著しくかけ離れた盗意的・独善的なものであることを物語っている。運営に

法解釈を合わせるのでなく，反対に，法律（の恣意的解釈）に運営を合わせよ

うとする，その無理が論理的そこを不可避的に生みだしているのである。

　論者の学校管理規則論についても，そこには甚だしい論理矛盾が認められ

る。地教行法1’4条①は教委の教委規則制定権を規定しているが，同法33条①は

とくに教委｝1：学校の「管理運営の基本的事項」についての教委規則の制定を義

務づけている（『理論と実際』28－29ページ）。論者によれば，そのことのねらいは

「教育委員会に学校の管理運営の基本方針を明示せしめ，一方，学校自らの責

任となるべき事項を明らかにし，両者の事務分担を明定することによって，学

校に必要な一定限度の主体性を保持させようとするところ⊥にある（同；2gぺニ

ジ）。いいかえれば，学校が「一定の教育事業を営む自主的な存在であるご壱

を前提とし」て，同時に学校設置者の一般的支配権ないし全面的な管理運営責

任を考えるなら，「設置者の権限と学校本来の機能は，相互に矛盾するものを

含んでお・り，ごなんらかの調整が必要である訂1’洞，’130ぺ一ジ）乏逗涜ガ鯵ジ’ぞ◎

義務fけが生じだの；である6学校の主体性・自圭性を：向能な限り発揮させる
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ような配慮」から義務づけが生じたのである。論者は，地教行法33条①の規定

について切角これ程までの説明を加えながら，結果的には以下のようにいうこ

とでその価値を台無しにしてしまう。「しかし，これは，学校に対しての一般

的支配権の自己抑制ともいうべきものであり，学校本来の目的に反しないで，

教育行政上必要がある場合には，教育委員会が，学校管理規則の定めをこえて，

一般的な指示命令をなしうるのは当然である。また，教育委員会は，具体的な

指示命令を行うことも可能である。」（同，31ページ）と。もしも学校設置者が学

校管理規則の定めをこえて一般的・具体的な指示命令を学校に向けて発するな

らば，論者の法解釈にてらしてみれぱ，明らかに地教行法33条①に違反するこ

とになり，学校の主体性・自主性を否認することになる。にもかかわらず，教委

の一般的支配権の行使は学校管理規則に制約されるものではないというわけで

ある。「以上のことは，学校と教育委員会との関係が一定の秩序の下に円滑に

運営されることの必要性と，その関係がまったく固定されたものではないとい

う認識を前提としている。」（同，31ページ）という。このことは，両者の関係の

なかでは一方の支配権が無制約かつ絶対的なものであることを意味している。

　論者は，はじめ，学校設置者の一般的支配権と「学校本来の機能」とは「相互

に矛盾するものを含む」からその「調整が必要」となるとしながら，いまや，

その関係は「固定されたものではない」ということで，その「調整の必要」さ

え否定してしまっている。

　④教育委員会を「学校の経営者」であるとする論者の場合，「教職員は教

育事業の経営に従事する公務員である」として，「その使用者は教育委員会で

あり，ひいては自治体の住民である。被傭者としての教職員は，使用者たる住

民や教育委員会の経営方針tc従ってその職務を遂行しなければならない。教育

委員会はその管理する学校に責任者たる校長を配して，学校の教育活動が経営

者の意図に即して行われるよう指導監督させている。従って，教職員は，また，

校長の指示に従って教育活動に従事しなければならない。」（「文教の課題』16A°

・一ジ）と説いている。経営と管理の2つの概念の関係を転換して読み直せば，
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管理権が「学校の教育活動を自己の意図に即レて行わせしめ、る」権限を指レて

いることは明白である。’管理権は自己の管理方針に従つて教職員にその職務を

遂行せしめる権＃R・一．権能にほかならない。

　（2）校長の経営権限には，①法令に基づくもの，②条例・規則に基づく

もの，③教育委員会・教育長の職務命令に基づくもの，がある。しかし，論者

たちは，上記のような「管理」概念の理解に立つから，たとえ①のような法令

に基づく経営権限であっても校長に固有の権限ではありえないとして，「権限

固有説」を退けて「権限委任説」を採る。そして，「学校を設置し，そこに校

長や教員を配置し，児童生徒に教育を施しているのは，ほかならぬ当該地方公

共団体であり，学校で従事している校長や教員の職務は，公務員として当該地

方公共団体の処理しなければならない教育事務そのものを分担しているのであ

って，校長本来の職務，あるいは，教員本来の職務というものはあり得ない」

わけであるから，「これらの職務を行なう権限は，地方公共団体，具体的には

教育委員会自体が有しているものであり，ただ，効率的に教育効果を大ならし

めるために，校長や教員に職務を行なう権限を法令等によって委ねているにす

ぎない」と説く（r演習』5　Ae一ジ）。条例・規則・職務命令に基づく権限は，も

ちろん，地方公共団体・教育委員会からの委任によって生じた権限にすぎない。

　注意しなぐてはならないことは，たとえ法令に基づくものであっても校長の

経営権限が委任権限にすぎないものとなれば，校長のすべての権限行使に関し

て教育委員会による指揮監督が可能となるということである。「権限委任説」

を採るねらいはこの点にある。だから，．委任者は受任者に対し具体的な指揮監

督はなしえず一般的な指揮監督をなしうるにとどまるとする行政法理論の常識

を退けて，「教育委員会は地教行法第23条の規定によって，校長の身分上，職

務上の上司の立場に立つものであり，また，学校の人的，物的，運営面のすべ

てにわたって管理権限を有するものであるから，校長の権限行使に関しt・具体

・的に指揮監督するこ｝と｛ま法的に可能である。」（『演習」8ぺ㌻ジ）£疋教衰黍員会

と校長の関係が上下関係に立つiib！6Pである限り，校長の権限行使に関露て臨
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教育委員会としては，細部にわたって具体的な指揮監督はなし得る」（同，9ペ

ー ジ）などとされることになる。論者はさらにいっている。

　「法令上校長の権限とされている児童生徒の懲戒，入学許可，卒業認定など

について，教育委員会は関与しうるのか否か」の問題については，「教育委員

会は，校長の職務上の上司として（地教行法43条1項），その職務執行tCつい

て一般的な指示はできる」と解するのが正しい（『学校経営』24ページ）。なるほ

ど，学教法28条③は「校長をして学校における最高責任者の地位に立たせると

ともに，一般教職員の職務上の上司たる地位に立たせ」ているけれども，地教

行法の23条・43条①の規定からみて，さらに「教育委員会は，校長の権限行使

に関し，具体的に指揮監督することは可能であ」り（『理論と実際』36ページ），そ

の「学校管理権は，包括的支配権であって，校長が職務上の独立を保障されて

いるわけでないから，その権限のすべてに及ぶものと解せざるをえない。」（同，

37ページ）。以上のようにである。

　また，校長の経営権の媛小化を近代経営学上の経営・管理の概念（関係）を

そのままストV一トに学校組織に持ち込むことによってはかる，そのようなケ

ー スもある。論者は，まず，「経営とは，事業体の原動力の作用であり，管理

とは経営を実現する方途である」「経営とは，最高方針を決定することであり，

その決定された方針を執行することが管理である」などと経営および管理の概

念を定義する（「文教の課題」54－55ページ）から，「学校経営は学校管理よりもよ

り根源的な機能であり，学校管理は学校経営を実現させる方途である」（同，55

ページ）ということになる。そのうえで，この論者によれば，学教法5条の「設

置者管理主義」は，学校設置者の管理責任制をいったものではなく，まったく

その反対に，なんとその経営責任制を「言葉の十分な意味において実施」する

ことにしたものなのである。つまり，この学教法5条の規定の誕生によって，

「学校の設置者は，学校の設置，維持管理，運営の全領域にわたって責任を有す

ることとなり，設置者が学校の経営責任を有するに至った」（同，56ページ）の

である。
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学教法5条蒔う管理碗齢は近代顧学罐漕麟願く経営な醐
念に相当するという解釈は，・ 言葉それ自体のうえでも無理があるだけでなく，’

教基法10条②の法源的規範からも著しく逸脱した解釈である。もともと，’近代

経営学の経営管理論を無批判に学校組織論の構成に導入することに無理がある

から，あえてこれをしようとすれば，その法解釈は恣意的なものとなってしま

うわけである◎

　学教法5条は「設置者管理主義の原則」という．より丁設置者経営主義の原

則」をいったものと解する結果，校長の校務掌理権限は著しく綾小化されてし

まう。すなわち，「学校経営の終局的な責任者は学校の設置者であり，．L校長は

経営者というよりは，経営者たる設置者のために，’学校管理の責任を有する管

理者であるというべきである。」（同，55ページ）tt「設置者が経営の責任を有レピ：

教育委員会等が設置者の機関として経営の責務を処理するのであれぱ校長が学

校の終局の責任を負うとすることは誤りであり；rむしろ校長は経営者たる設置

者のために，その学校を管理する責任を負うと説明されるべきものであろう。」

（同，56ぺニジ）などとされるからである。　　’　∵

’では，‘ 学校管理の基本的課題は何か。

　「学校め管理と教育とは，別個のものであって，‘学校の管理者は教育に平渉

すべきではない」濯する見解を退けながら，以下めようにいっている。「学校管

理の基本的課題は，一人一人の教職員の教育活動を，協同の活動として，結び

付け：調整し，全体として一うの教育活動に融合するところにある。すなわち

学校の管理はi個々の教師の教育活動等を組織し，調整して，．学校自体として

の教育活動に結晶させる作用である二上（同，’66ページ）「学校の管理は，’個々の

教職員の活動を，’結び付けζ調整し，学校と：じての教育活動に結晶させる作用

であるからtttt一正に教職員の教育活動等について関与せざるをえないものであ

り，良き意味において干渉することになる。この場合，管理者が教育にどのよ

嬢鮎鮪な鰭醜学摩して墜締⑳曝擁鰺働庭ん
であts’hsは，∵十分研究され籔貿誰ならな蝿三としで奄；平そのこ却蘂薄1ささ
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かも，学校管理が教育に関与すべきでないことを証するものではない。」（同，

66－67ページ）などと。

　学校管理の基本的課題ないし核心的機能は教育に向けての関与・：F渉・統制

の機能であるというのがその結論であるが，すでにみてきたこの論者の経営と

管理の関係把握からは，論理必然，このような結論が導きだされることにな

る。というのは，もしも「学校の設置，維持管理，運営の全領域にわたって責

任を有する」学校設置者にたいして学校管理者＝校長がその執行責任を負うと

いうのであれぱ，その執行責任の肝心要の箇所に教育管理責任がくることにな

ることは明白だからである。近代経営学のいう経営・管理の概念にてらせば，

このような結論がでてくることは間違いない。しかし，教基法10条の明示する

教育行政の基本的課題は，これとはまったく異質のものである。教育労働の特

殊性に論者はあまりにも無自覚である。

　（3）地教行法19条③は，指導主事のことに関してのべ，「指導主事は，上司

の命を受け，学校における教育課程，学習指導その他学校教育に関する専門的

事項の指導に関する事務に従事する。」としているが，指導主事は「学校教育

に関する専門的事項」に関し命令監督ができるか。指導主事は校長・教員に指

導と助言を与えることを主たる職務とするものであり「指導に関する事務に従

事する」ものであるが，その職務の遂行に当たって，教育課程の変更，教案の

提示，その他を命ずることもできる（『演習』9ページ）。というのは，「指導主事

は独立して指導に関する事務に従事するわけではなく，あくまでも，事務局職

員の一員として教育委員会の権限に属する教育長の職務を補助執行する立場に

ある」から（地教行法17条・19条）である（同，20ページ）。つまり，「その具体

的な職務の遂行は教育委員会の権限の具体的な行使であるといえる」からであ

り，したがって，教育委員会が計画した指導主事の学校への指導訪問も「校長

の承諾がなくとも」実施可能である（同，22・A°・一・ジ）。

　（1）このような「自覚」は，『理論と実際』上でもあらわれ，「教育委員会は，学校の管

　　理機関として，学校の管理運営の全般について権限と責任を有する」（28ページ）け
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　れども，学校は「一定の主体性を有し」「教職員が学校において教育を行うにあたっ

　ては，自主性と創造性が発揮されることが要請される。」から，教委が学校管理に際

　し「運営の細部にわたって関与することは，かえって学校本来の目的を阻害するおそ

　れもある。」から，「学校の主体性をある程度確保できるような範囲で」学校管理権を

　「校長に授権することが望ましいであろう。」（28ページ）という。

②　「まったく別箇に展開している。」ということについて。論者によれば，教育課程の

　編成権者は，実定法上，あくまで教育委員会である。ところが，運用上では，学校の

　主体性，教職員の自主性・創造性，等がつねにつよく認められなくてはならず，しか

　も，とくに「教育課程編成の過程では教員の自主的・創造的な意見を反映させること

　が不可欠である」となれぱ，実質上では，教育課程を編成するものは教員集団という

　ことにならざるをえないであろう。実定法上では編成権者は教育委員会であっても，

　実質上では編成者は教員集団でなくてはならないといっていることになるから，論者

　の法律論と実質論とは異質対立的なものとなっている。このことを指している。

　学校経営論

　はじめに，学校経営なる概念に関し若干論及しておこう。学校経営という概

念もまた未熟な概念であるが，これが学級経営とは別次元の概念であることだ

けは明白である。学校経営とか教育経営という概念は教育行政学のジャンルに

属する概念であるのに対し，学級経営という概念は，教育技術学のジャンルに

属し，主要に生活指導理論上の概念だからである。したがって，教育経営学な

いし学校経営学の固有の研究テーマは，「教職員の掌る各種の労働をどのよう

に組織し編成するか」という問題にならざるをえないのである。学校経営論は

主要に教育労働管理論となる。

　ところで，教職員労働をどのように組織し編成していくか，教職員労働の管

理体制をどう仕組むか，こうした問題に解答を与えようとする場合，教職員の

掌る労働の特殊性，とりわけて教職員の掌る労働の核心に位置する教育労働の

特殊性を究明することから出発しなくてはならない。そして，もしも教育労働

を専門職労働として認めるのであれば，教育専門職論にてらして学校経営のあ

り方を確かめ構想していくのでなくてはならない。特別権力関係論の支持者た

ちのなかで，教職を専門職とは認めない論者はむしろ例外的であって，その大
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部分力S’　，r教職は専門職である］吉磯膨。．に奄がかわらず，．論者だちはi学校経

営あ鋤芳を専門職理縦て坑そ構縮る∂で巌く，’その反対k，教職の

専門職性を全面否定する方向で学校経営論を展開するのである。論者たちの学

校経営論はこの点ですでに甚だしい論理矛盾に陥っているのであるが，論者た

ちはこの論理矛盾にはまったく無頓着である。教育労働の専門職労働性の確認

から出発する教育専門職理論は，「教育行政権は包括的支配権である」という

命題から出発する特別権力関係論とはそもそも相容れない本質をもつ。しか

し，特別権力関係論者たちは，あたかもこUt．2つカCそこをきたさないかのごと

ぐに考えている。　　　’’’”

以下糊嘩力関願者随鱗校経営論を各論別e＝みていくことにしよ

う。そうすることで，学校組織の法制度的構造が何であるかを解明することに

しよう。

　（1）　校務。学教法28条③のいう校長が掌る「校務」とは何か。

． ①論者たちは，例外なく，これを「学校が学校教育の事業を遂行するため

に行なうことを必要とされるすべての仕事を意味し，当然本来の仕事である教

育の仕事も含まれる」（r演習』95ページ）というように解する。「校務とは，学

校の仕事全体をさすどいうのが通説である。学校の仕事全体というのは，学校

教育の事業を遂行するに必要なすべての仕事である。」（『義務』’　IO2　Ae　一ジ）。校

務の範囲には，’だから，①教育活動に関する面，②学校の施設設備や教材教

具に関する面，③学校の内部事務に関する面，④学校と教育委員会等の他の

機関との連絡調整に関する面等がある（同，104A°　・一ジ）6

　②「校務は学校全体の仕事を1さすものであり，校長はこの校務を所属職員

に分担させて処理するb」（『学校経営』29・ぐ一ジ）のであるが，この論者による

と，・校務には，この「包括的な校務のほか」bこ，①個々の法令に規定されたも

のド②教育長から委任されたもの（勤務評定，収支出納命令など），③教育

委鹸拳端助雛諭ぜ聾髄ρ礎定噂項についての調査の命倍、
老がな芦があり㌃Fこれぢ｝ま：懸ずれも校務で；あ」る・（同，＾29ページ）ことにな

鴎、　　　　　　　　　　一誕o－、
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るごそう9なると，・校務め内容が準学校の仕事全体」にとどまらずに，wまさに無

制限にふくれあがっていぐことになる♂「校務｝ま学校め仕事め全体をいう」とい

う理解にすでに問題があるわけだが，教育長からの委任事務，教育委員会等の

事務の補助執行事務，等々まで無制限・無定量に校務のなかに入り込んでくる

ことになれば，校務の内容を確定することさえも不可能になり，まさに無定量

の仕事を所属職員が分担亨処理しなくてはならなくなっ、てしまう・。．教職員が雑

務に忙殺されて本務の行方を見失うことは必然である。事実，「学校力債教育を

行うところであり，校長がその長であるから，校長の行う校務の申には教育を

含めて一切の業務が含まれると解するのが事理の自然であり，また学校に所属

する教職員が校長の指揮命令を排除して独立に教育を行うという特別の地位を

もっているとも解し難いから，学校に必要な業務を分担するのは当然である。」

（同ジ110ページ）というのである。

，
③　さらに，同じ論者はいうご「校務については，法令上明文の定義がない

から」これを「学校の目標を達成するに必要な一切の仕事と解するのが自然で

ある。」（同，117ページ），校長は校務分掌組織を定めて個々の教職員にこの校務

を分掌せじめるのであるが，それは職務命令たる校務分掌命令をとおしてなさ

れる6分類すれば，教育活動に関する校務分掌，〒教務関係の校務分掌，学校事

務に関する校務分掌，この3つになる（同，1171A9　・一ジ）己「教員が特定の学校の

教諭として発令されただけでは，どのよう一な職務を行うべぎかは明らかとなら

ない。具体的に何年何組の学級担任になるかを命じたり，ある教科の担任など

を命じたりして，はじめてその教員の職務の内容が明らかとなる6これは，教

育活動に関する校務分掌である。」（同，1宜ページ），その他に教員の分掌すべき

校務には，：教育課程編成，児童生徒の入退学事務，指導要録の作成，生活指

導，’等々の教務関係校務があり，教務部とか生活指導部などの担当が命ぜられ

ることで教員の職務となる。また，学校施設保全，．、学校徴収金集計£’等々の庶

務一’会計的な事務カミあb㊧1こ簸が学校事務に関する校務であ力ぷ教懲纐壱れを

分担ずることでこれ．も職務老な冤一（同，誼17筏宍ジ）完等湊懇扁難凝鱗≒ご・．　：L

一
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菱ここでは，校務論ではなく，；校務翁掌論が展開されてkNる。、その展開のなか

で，’より仔細に校務の中身について言及しでいるわけである。’・一

　私がとくに論者たちの校務分掌論で注意しておく必要があると考える点は，

論者たちは，校務分掌という概念をもはやまったく学校事務分掌と同義になど

解してはいないという点である。したがって，校務分掌論を学問的に問題にす

るのであれば，論者たちのそれに対する批判からはじめなくてはならないとい

う点である。　　　　　『、　　　　一

，．④ll「校務とは学校経営上必要なすべての仕事をい」1うくrハンドブック』115ペ

ー ジ）とか「校務とは教務・庶務を含めて，学校運営上必要なすべての業務を

指す」（同，ユ14ページ）などと校務を定義したうえで，「校長が『校務をっかさ

どる』「というeとは，学校全体の仕事を掌握することであり，……これを所属

職員としての教頭・教諭・養護教諭・事務職員その他の職員に分担させなけれ

ばならない6・これが校務分掌であるb」（同，115ページ）などどいうとすれぱ，ど

の校務をどの職員に分掌させるかは校長の自由裁量であるかぎり，事務まで教

員の職務となりかねない。そめ塔5章で1「専門職老1ンての教師ゴにっいて論じ

ている『ハンドブック』は，まことに驚ぐべきことに｝．f事務も教員の職務で

あTり，学校管理規則によって校長は職員に校務を分掌させることができるので

あ一り，．所属職員は上司としての校長の職務命令に従わなければならない。」（同，

115ぺ一ジ）とするにいたるのである。　　　　　　…　∵

　（2）　所属職員の監督。・①　所属職員といってもそこには多様な職種の職員

が含まれるから，ここでの「監督」の様態は多様でありうる。しかし，論者た

ちはt’そうじた緻密な検討をt切することなく，監督を指揮監督と解する。学

教法28条③により、「校務の分掌組織の制定権限も含め，校務を学校職員に分担

させることのできる権限は校長tc属する」「宿日直命令や出張命令のような個

別的な職務命令を行な・う権限も，また学級担当命令や校務分掌組織による分掌

を行なおせるよケな包括的な職務命令をだす権限に属する。」て麟本』75ページ）

1’eiどになる・とし・う。t特殊法はデ般法に擾越するという行政法原理にてちせばi
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学教法28条③のこ1の「監督J・を解釈す・る際バ地公法32条の規定と区別‘しこれに

優越させて読まなくてはならないはずで・ある力勢その逆に地公法32条の規定を

優越させて学教法28条③後段を読み，ここに少しの特殊な意味をも認めようと

しない。「校長は，職員の職務上のことについては，．・S分野にわたつて’）職務

命令を出し得、る」（『義務』94ページ），「組織体の構成員は，r自分勝手に振舞うこ

とは許されない，校長は，学校という組織体の長として，．学校の教育事業に責

任を負わされているので，校長の採配の下に，部下職員がその仕事を処理して

いかなければ，学校の事業は円滑に遂行されないのである。」（同，89ページ）。げr

　すでに校務論のところでみたように，校長の「校務をつかさどる」権限は学

校職員に校務を分掌・分担させる権限を含んでいたのであるが，さらに校長の

「所属職員を監督する」権限は，．分掌・分担させた校務の処理の仕方について指

揮命令する権限を含んでいるというわけである。いま少し端的にいうならば，

校長は，学教法28条③の規定によって，学校運営上に必要な仕事（＝校務）で

あるならば，どんな仕事でも教職員の職務として分掌させることができるので

あり，さらに，加えて、分掌させた職務の処理方法に関してはどんな命令でも

発することができると，LC．のようにいうわけである。

　　　　　　　　　　　　　　（1）
　②　『学校経営』の著者の監督論はttさらtz一段と専制的なものとなり’，職

務上の監督についていう。校長はF職員に分掌させた校務が適切に行われてい

るかどうか，あらかじめ定められた方針や計画に従って行われているかどうか，．

法令に違反しないかどうか，場合によっては是正や中止を必要としないかどう

かなど，職員の職務上のことについて指示，監督を行う。」「所属職員の職務上

の上司として，職務命令を発し，職務の分担遂行是正を命じ∴結果の報告を徴

する」こと，これが監督の意味である（『学校経営』：30ページ），と。そのうえで，

論者は，監督の中身として，監視，許可・承認，．職務命令，取消・停止，権限

争議の決定の5つがあり，このうち，監視は「ふだんの観察であり后適切な報

告の徴取∫書類等の査察亮授業参観など⊥を指．し，・li取消ぷ停止は｛樺騨等が行

った決定を取り消じたり隠職員の担当する職務をt’時的麟差遊卿牽塑虜るこ
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　　　　　　　　　　　　（2）
と」だという（同，30－31ページ）。監督と指揮とを「概念的に区別する実益はな

い」（同，31Ae一ジ）と断定するにいたるのも，．必然であろう。

　③　では，この校長の指揮監督権は「教育を掌る」教員の教育そのものtzま

で及ぷのであるか。論者は，「教育について職務命令は出せない」という主張

を3つの方面から退けている。第一。学教法28条⑥の規定から「『教育』は『校

務』と対立する概念であって，『教育』は教諭の専権に属する，したがって校

長は教育に対し職務命令は出せない」とするものがあるが，「教育が校務に含

まれ」る以上，この主張は誤っている（『理論と実際」118ページ）。第二。憲法23

条の「学問の自由」の規定は「大学教授にかぎらず高校以下の学校の教員の教

育の自由も含んでいると解するもの」があるが，この「学問の自由」には「高

校以下の学校における教育の自由は含まれない」（同，118ページ）のであるか

ら，「憲法23条を根拠として，高校以下の教員が校長の指揮監督をうけないで

自由に教育を行うことができるという主張は，とることができない。」（同，119

ページ）のである。第三。教基法10条①を根拠とする「教育権限の独立説」も，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
長野地裁判決（昭和39年6月2日）が判示したように，「明文の規定」を欠いて

いる。教基法10条①にいう「不当な支配」とは「国民全体に対して責任を負え

ないような支配，国民全体の意思から離れた支配であり，一部の政党，組合な

どの独善的な支配がこれに相当する。」のであって，法令の命ずるところをそ

のまま執行する教育行政行為は「不当な支配」とはなりえない（同，120ページ）

のである。むしろ，実定法上からみれば，それは「教育行政機関に教育内容に

関する事務を執行させている」のであり，校長は学教法28条③によって「法的

な権限を与えられ，教育委員会の指揮監督の下に，職務上の上司として，教育

の内容および方法につき指示命令をなしうるのである。」（同，120ページ）から，

校長の指示命令は「『許容される目的のためtこ必要かつ合理的と認められる』

ものである限り，『不当な支配』ではない。」（同，120ページ）ことになる。

　論者によれば，「校務を掌り，所属職員を監督する」校長が「教育を掌る」

教員の教育そのものに向けて職務命令を発することには，「不当，不要の介入」
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にならないかぎり，なんらの違法性・不当性もないのである。

　もちろん，学教法28条③についての論者たちの解釈にてらしてみれば，教育

まで校務に含まれるわけであり，その校務の全体についてその処理の仕方につ

き校長は指揮命令できるわけであるから，論者があらためて上記のような結論

を下したとしても，別に驚くには当たらない。

　しかし，果たして「監督権は教育に向けての指揮命令権である」というよう

な法解釈は，学教法28条の③⑥⑦の構造的関連tZそくした解釈として無理なく

成立するのであろうか。学教法28条③は，「校務をつかさど」る校長に，果た

して「教育をつかさどる」教諭および「養護をつかさどる」養護教諭への労働

指揮権を与えているといえるのであろうか。法解釈の仕方としていかにも無理

がありはしないか。

　④　ところで，校長の指揮監督権の無制約性を示す別の事例がある。校長が

「学校運営のルールを文書で定めたのが校務運営規程である」として，この「校

務運営規程に反する校長の行為が違法であるかどうか」の問題につき，論者は

まことに驚くべき解答を与えている。論者はまず学則は生徒，校長，教員のい

ずれをも拘束することを認める（『演習」104ページ）。しかし，校務運営規程につ

いては，その「両面的拘束性」を認めずに，「一面的拘束力」しかないとする。

すなわち，校務運営規程は「校長が本来有する自らの権限（校務を掌り，所属

職員を監督する権限）に基づき，その範囲内で定めるものである（学校の運営

については校長が権限を有し，法令や教育委員会の命令の範囲内であれぱその

権限は法上制約されることはない）。すなわち校務運営について，いちいち教

職員に個別に命令を発して職務を行なわしめず，文書による規程という形式で

校内組織およびその権限を明確に位置づけたにすぎないものであるから，校務

運営規程に反して行なったというだけで甲校長の行為が不当，違法ということ

はできない。」（同，104－105ページ），と。学校経営につき校長の権限が無制約で

あるということは，「その権限は法上制約されることはない」という意味と，

自分が作った規程に自分が拘束されることもないという意味と，この2つの意
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味をもつというわけである。規程は教職員を拘束しても作成者を拘束すること

はないという。20世紀の現代，このような非常識が世間に通用するとでもいう

のであろうか。相手には守らせるが自分は守らないものをルールとか規程とか

契約というだろうか。気分次第・都合次第で校長の命令が発せられることにな

れぱ，教職員は，校長の御機嫌うかがいに専念せざるをえず，子どもの教育の

ことなど念頭になくなる。

　⑤論者のなかには，学教法28条⑧の後段を解釈する際社教法27条②「公

民舘長は，所属職員を監督する。」だけを持ちだし，「営造物の長は，その他の

職員に対し上位の職にあるから，上司（管理職）としてこれに対する指揮監督

権を有する。」と説明したり，その前段を解釈する際，図書舘法13条②「図書

舘長は，舘務を掌理する。」だけを持ちだし，「営造物の長は，営造物の行なう

事業活動の直接的総括責任者であ」り，また「営造物の事業活動を掌理するも

のなのである。」と説明したりする（『読本」35Ae一ジ）場合がある。

　しかし，学教法28条③の「校務」「監督」等の概念内容を確定するためなら

ば，同じ学教法の58条・70条を持ちだすほうが正しい。58条③には「学長は，

校務を掌り，所属職員を統督する。」とあり，70条の6「高等専門学校の職員」

の③にも「校長は，校務を掌り，所属職員を監督する。」とあり，この70条の6

③の条規は28条③のそれとまったく同じだからである。

　（3）教育を掌る。①　学教法28条③が「学校は学校教育事業を行なう人的・

物的要素の結合体であるいわゆる営造物として性格づけられ，校長はこの営造

物の長として位置づけられ，当該営造物のすべての仕事の遂行について権限と

責任を有している。したがって，校長は，当然所属職員に校務を分掌させ，こ

れを指揮監督して学校の仕事を遂行していくこととなる。」（r演習』96Ae　・一ジ）と

解されることになれば，論理必然，同28条⑥は，「教諭の担当する主な職務を

示したものと解するのが相当であって，教諭の職務を教育に限定するものと解

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
するのは妥当でない。」（同，96A°一ジ）ということになる。「学校の教育事業を

遂行するためには，児童生徒の教育そのもの，教育を行なう施設設備や教材教
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具，学校の事務など諸々の仕事がある。これらの仕事が有機的に活動して，は

じめて効果的な教育が行なわれるのである。学校の職員になるということは，

学校の仕事を分担し，学校の教育事業を遂行する立場に立つことである。」（『義

務」86ページ），だから「日宿直は教諭の職務ではないし，学校の施設設備に関

する管理責任は校長にあるのだから，日宿直勤務を拒否してよい」というよう

な教員は，「学校の職員たる資格を有しない」（同，87A°・一一ジ）。「教育を掌る」と

いうのは教員の「主たる職務内容を表示したもの」にすぎず，「その仕事の範囲

は学校の仕事の全分野にわたるのである。」（同，87ページ）。

　②　熊本地裁判決（昭和37年4月3日）のごときは，教育を教員の本務と認

めながら，「本務以外の付随的業務に従事すべき義務」が一切免除されている

わけではないとしたうえで，たとえば警備員の仕事を，警備員を雇用してその

業務を処理させるか，それとも教員の付随的職務と定めて教員にこれを処理さ

せるかは「教育委員会の措置に一任されている」とまでいっている。学教法28

条⑥はこれほどまでに無限定な規定と解されうるものであろうか。

　③　学教法28条⑥（同法40条・51条）の規定をこれほどまでに無限定・無制

限に拡大して無内容の規定にしてしまうのではなく，より限定的にとらえよう

とする場合もあるが，それでも28条⑥は「教諭の主たる職務を摘示した規定」

と結論している（『学校経営』114，115ページ）点では，この論旨も変わらない。

この論者はいっている。「学校の教職員は，学校の教育事業を遂行するために

配置されているものであり，その遂行にあたっては，施設・設備，教材・教具

を教育の用に供するにふさわしい状態に管理しておくことや，教育に付随する

事務等が的確に処理されていることが必要なのである。」（同，114A°・一・ジ）から，

警備員，事務職員，等々がその処理を行ない，「教諭が安んじて児童の教育に

専念できるようにすることが望ましい」（同，114ページ）。しかし，これらの職

員が配置されていないとき，配置人数が少なくて事務の全部を処理でぎないと

き，このときはどうなるか。論者は，この問題に躍躇なく答えている。「校長

は，宿日直勤務やこれらの事務等を同じく学校の教育事業遂行のため配置され
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ている教諭に二命じうる」のだ（同，114A°一・ジ）と。

　④　「校務」を「校長が学校という機関の長として権限と責任を有する仕事，

すなわち，学校において行われるべき仕事の全部と考える」（「理論と実際』117

ページ）論者は，学教法28条⑥は「その主たる職務を表現したもの」にすぎな

いと解するから，これをもって，「教員が校長の監督の下に校務を分担すべき地

位」にあることを否定したり，「教員には，児童の教育以外の職務を行わせるこ

とはできないと主張」したりするのは誤りである（同，117ページ）とする。もち

ろん，東京高裁判決（昭和42年9月29日）もいうように「職務命令をもって宿

日直勤務を命ずることができる」（同，117A・一一ジ）が，果たして「雑務」一般ま

で教員の職務となるのか。論者はこの問題につぎのように答えている。

　「雑務は教員の職務でないとして拒否できるかどうかという法的問題となる

と，否と答えざるをえない。なんとなればこれらの雑務も，現に学校において

必要な仕事，すなわち校務であり，教員が教育以外の校務をすべて免除されて

いるという制度上の保障がないからである。」（同，ユ24ページ）と。

　校務内容の未確定ぶりはついに「雑務も校務である」という規定まで生むに

いたった。それにともない「雑務も教員の職務である」ということになり，教

員の職務内容の不確定性は極端にまですすみ，雑務処理員としての教員があら

われることになった。

　政策・行政は，「教育をつかさどる」ことを本務とする教員（学教法28条⑥）

をどこまでも「教育の専門家」とみなして，極力本務外労働をその他の職種専

門職員に担当させていく方向へすすもうとしているのではなくて，まったくそ

の反対に，「どんな仕事も校務となるかぎり教員の職務となる」という論理で，

無制限に本務外労働を教員に分担・処理させようとしているのである。

　⑤教員が「教育を掌る」権限のうちには，至極当然なことながら，補助教

材（準教科書，副読本，解説書，学習帳，問題集，練習帳，日記帳，郷土地図，図表，掛

図，年表，新聞，雑誌，紙芝居，スライド，映画，レコード，録音テープ，等々）の選択

権が含まれる。だから，「有益適切なもの」と判断する者は誰か，「使用するこ
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とを決定する者は誰か，の問題につき，『学校経営』の著者さえ，はじめに，

それは「第一次的には，その補助教材を使用して授業を行う教員であろう。」

（「理論と実際』73ページ，「学校経営』59ページ）「補助教材の選択に最も適する者

は，教員であり」（「学校経営』59ページ）などという。そうであれぱ，この著者

は，地教行法23条6号の「教科書その他の教材の取扱いに関すること」に関し

て，相当にしぼりをかけた解釈をして当然であり，加えて，このことについて

の校長の権限についてもそうしなくてはならない。ところが，論者は，補助教

材の使用についての教育委員会への届出制・承認制（地教行法33条②）をその

ままに肯認したり，「その使用，不使用を最終的に決定するのは校長である。」

（同，61ページ）として，「補助教材の取扱上の留意点」の箇所では，「補助教材

の使用tこ関する事前の届出または承認手続に従うことは勿論，教員が校長の決

定を経ることなく独断で補助教材を使用することのないよう適切な指導を行う

ことが必要である。」（同，62ページ）こと，事前の届出・承認を必要としないも

のについても，「学校として補助教材を使用する以上，校務をつかさどる職責

をになう校長は，これについて指導監督する責任を有する」（同，62・Ae・一ジ）こ

と，等を指摘することによって，補助教材の選定・使用すらもが，教委の学校

管理権・校長の校務掌理権の範囲内のものであって，「教育を掌る」教員の固

有の権限内のものではないとする。

　論者は，このような法律論と，補助教材の選定にもっとも適する人間は教員

であるから，その選定権者は第一次的には教員であるとしたさきの事実論と，

この2っの関係をどのように意識しているのであろうか。まことに不可解だと

いうほかない。

　（4）職員会議。①　「校務の運営は，職員会議の決定を経て行なわなければ

ならない。」「職員会議は校長を含む教育職員，事務職員で構成し，校務運営全

般に関する最高議決機関である。」等の規定をもり込んだ校務運営規程が現実

に存在する（r読本』82ページ）。教育法学的にみて妥当な規程である。しかし，

論者たちは，従来から職員会議を「校長の職務遂行上の補助機関」と規定し，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　一349－　　　　　　　　　　　　　　　　　95



れを伝達・諮問・漣絡調整等々の機関として位置づ『けてきた。’K近では，「職

員会議は盲腸的存在である」とまでいわれるにいだっている。「職員会議につ

いては，法令上，なんらの規定もないので」職員会議の法律上の性格について

は「会議の構成員たる教職員が学校運営についてどのような地位にあるかによ

って」判断せざるをえない。「かりに，教職員が学校の教育事業について最終

的に決定権を有するとするならば，これら教職員の集団の意思の決定機関であ

る職員会議は，学校における最高の権威をもつものと考えなけれ1まならない。

逆に，教職員は，学校の教育事業を分担する補助者の立場で，校長の指示，命

令にしたがって仕事をし1ているものであるとするならば，職員会議は校長の補

助機関の一つ」となる（「義務』109－110ページ）。論者は，問題をこのように提

起し，学教法28条③を解説して，「教員は，校長の監督のもとにその職務に従

事している⊥「校長と教員とは上下の関係に立ちながら，学校の教育事業を遂

行している」「校長乏教員はその職務権限から対等な地位にない」等とのべ，’

「職員会議は，役所や会社などの課内会議と本質的｝Cはなんらの差異がない」

と答えている（同，110ページ）。

　②，・　・Uかし，現在ジ論者のなかに，校長はより積極的にこの職員会議を利用

すべきだと説くものがでてきている。そのねちいは，』教員個々入に僅かばかり

残されている教室実践上の「創意工夫」まで職員会議に報告させ，教育の標準

化き画些化をいっそう徹底・しようという点にある6「学校という組繍ま，会社

や役所めな’うな通常の組織体と比べて，一種の組織活動上のハンディキャップ

を背負づそいる」㌧「それは，学校という特殊な職場環境を」考えれば明らかな

ように「教員が教室の申だけの一人職人と化すことの危険」であり，「各教員

の職務遂行を，；一：Lつの組織目的の達成という点に統合することが比較的むずか

IVVx」ことである（『読本』187ぶひジ沁1だ・かぢ，乎日常の教育活動に密着した問

題にういて，とくに全職員を集合さぜてど．’職務遂行上の問題について伝達した

’ り，ジあるいは納得の㌧、τむま宅協議麟逓紗踵解を得させておくことはデ十分意

≒義の：裁溺・綬ど紅な’るのだカきちlTこ：の楽．ケな，．・いわば思想の統一をはかゐ努力
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を怠ると，’学校としてのデ体的な活動が阻害さ1れ癒態ρ肱わ寄せ多ミ児童ポ生徒

に及k－」ことになる（同s－88ぺ一ジ）。論者は，－a，㊧轟う搭のべ怨・「職員会議の

ような非能率なものは無用の長物である」という考え方をはっきりと退けてい

るわけであるが，教職員集団の教育的団結の形成を提唱していると解するかぎ

り，まさに正論というほかない。しかし，論者は，校長の主導性ヘゲモニーに

よる教職員の集団化の必要を説いているのであり，しかもgのことを教育権は

国家・行政当局の側にあるという前提に立って説いているのであるから，その

集団化の結果は，極めて微細な点にまで及ぷ教職員の労働実践内容の行政統制

とならざるをえない。教職員がより全面的に校長に責任を負いながら子どもた

ちに責任を負っていくという，この間接責任主義は・教基法10条の辱う直接責

任主義とは正反対のものであり，それゆえに教育専門職理論とはま？たく相容

れないものなのであ61。「各教員の担当する教育活動には，そ．の教育観から教

育方法に至るまで個性があり，また，．ある時，ある場所での教育経験というも

のは，たやすく他の教員と分ち合うご，とを許さないもの」（同，88Ae－．ジ）だか

ら，校長は職員会議を主催して教育「思想の統一⊥・をはかるべきだという発想

はt’モノ生産労働の管理ρ論理を形態変形さ・せつつ学校に導入したものに過ぎ

ない。いかにレて校長の指揮命令下にょり李面的に教職員労働を取り込むか，

論者のこの職員会議論の問題意識はまさにこれである。

　③職員会議の法的性格を検討することによって，職員会議の決議・決定に

校長は拘束されるのかどうかJ’学校における最終的意思の決定権は職員会議に

あるのか校長にあるのか，この問題に決着をつける必要があるとしてt，『学校

経営』の著者は，議決機関説，諮問機関説ピ補助機関説の3つ1こつき論及して

いる。論者は，まず，議決機関説を3つに分類し，そのいずれをも退けてい

る。第r。憲法23条・教基法2条は教員一般に「学問の自由」：を保障してい．る

のだから，大学教員が「学問の自由」を有し「大学の自治」が認められそのた

めの機関とレで教授会の設置が認塵桑危渠いるかぎり㍗職員会蓑態熊蕊義⊆・

れと伺じような機能r権限力遷鰹桑塾芯しかるべきであゑとゑ蚕翼蟻S繍者嬉
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まれば，教授会の設置と審議機関性が学教法59条①に規定され，その議決機関

性が教特法25条め読替規定によっで定められでいぴことをみていない。「高等

学校以下の学校では，その教員個人は，一国民として憲法で保障されている学

問の自由を享有するが，学校自体としては，学問研究のために設置された機関

ではなく，『学校の自治』も認められていない。これを大学と全く同じに考え

ることはできない。また，憲法学説では，憲法23条の『学問の自由』の申には

『高校以下の教育の自由』を含まない．と解するのが通説である。」（『学校経営』

100．°・一・ジ）から，「教授会の法的性格を，そのまま高校以下の学校の職員会議に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
あてはめようとするのは」無理な解釈論である（同，100ページ）。第二。教基法

10条①の規定は，教員の国民全体にたいする直接責任をいうものであり，行政

機関にたいして責任を負っているわけではないから，教員は職務上の独立を保

障されている。だから，教育内容に関し校長などが指揮監督するのは「不当な

支配」にあたり違法である。教育内容については職員会議こそが最高の意思決

定機関でなければならない。論者はこめ説をつぎのようにして退ける。「校長

の権限についセは，学校教育法28条3項で『校長は校務をつかさどり，所属職

員を監督する。』と規定され，教員に対し指揮監督できることになっている。」

から，「校長が法律に基づく職務執行に関して指揮監督することが不当な支配

であるというならば」教員の職務上の独立の法的規定がなくてはならない（同，

101ページ）。1しかし，そのような規定は存在しなV　〉’6　”というのは，’教基法10条

の「直接に責任を負って」は，「教育と国民との間に特別の親近性が存在する

ことを宣明したにすぎないのである。これは教育者や教育行政の責任者の心構

えに関する事柄であり，これから何等かの法的効果を導き出す：ことはできな
　（6）

い。」（同，101A°・一・ジ）hNら1；「教員の職務上の独立を保障した規定であるとは解

されない」し，加えて「これ以外に実定法kの規定はない」．からである（同，101

ページ）。そうである以上，職員会議を議決機関とみることはできない，と。、第

’三q・教育条理解釈にもとついて職員会議の議決機関であることをいう説，すな

おちボ職員会議は，法律や省令や教委規則に規定がなけれぼ法的根拠のない組
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織ということになるだろ夢かぶいや）、抱れは成文法5（立法され条文化された現

行法）上のものでないという’だけで，・‘それが；学校の教育自治組織として不可

欠の重要性をもつならば，『まさに不文法（立法されず条文化されていない現行

法）としての教育条理法が，その法的根拠になるはずなのである。」とする説

も退けて，論者はいう。「一方においては，実定法において大学の教授会や裁

判官会議にっいて，法律で明定している（学校教育法59条，裁判所法39条）に

もかかわらず，他方tcおいて，高等学校以下の学校の職員会議についてはその

規定がないという場合に，法の欠鉄があると考えるのか，立法者がそれらを明

確に区別していると考えるべきであろうか。後者でなければならないと考える

　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
のが自然であろう。」（同，102ページ）と。職員会議は，総じて，論者によれば，

けっして議決機関ではありえない。「それを議決機関と位置づけることは学校

教育法上付与された校長の校務処理権を侵すことになる。」（同，102A°一・ジ）と

　（8）

いう。

　ついで，論者は，職員会議＝諮問機関説をも退ける。その理由は，職員会議

の主宰者として校長がそこに参加している以上，その会議の主宰者がその会議

に諮問しその答申を受けるなどということはありえないこと，’また，職員会議

は諮問的機能，連絡調整機能，意思伝達機能など各種の機能を併有しているか

ら，これを一義的に諮問機関，k規定することには無理があること，以上のよう

なところにある（同，103ページ）。

　このようにして，論者は，職員会議，教職員，各種の内部機関プこれらのす

べてを補助機関と規定するにいたる。「学校の教員は校長の職務執行について

は補助機関であ玩校務の処理を分担するための各種の内部組織も補助機関で

ある。教職員の立場は，校長の監督をうけて校務を分担しているのであり，校

長の補助者の立場にあるのであって，校長に対抗し独立して職務を行う権限を

与えられているわけではな聾㌔」（同，104ページ）のだから，職員会議は補助機

関とみるほ赦い・j論者離の垣に雛髄励却嚇講維鹸璽範
囲はy校長が決定する’6」三「冷議の掴集や主宰塞校長⑳掴臆踵翻難膿麗は，校
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長カミ提出するめが通例であ」る；…Fその法的性格から，校長は会議の結論に拘

束1されるこどはない。」∴1（同，1ユ06ぺ∠ジ）・等々とじたり，はては「職員会議は校

長が招集し，校務の執行について校長を補助する機能をもつから，職員会議出

席は職務命令であり，教職員の職務である。」（同，107ページ）としたりするこ
　　　（9）
とになる。

　ところが，例のe“とく，elの論者はi’以上の職員会議＝＝従属補助機関説を採

りながら，ゴ「教職員が職員会議に意欲的に参加できる条件は何か」を別途に問

題として，’・ぞめ運用論を著しく職員会議＝議決機関説に近づけることをしてい

る。．「諮問的な機能の職員会議であるから校長が参考意見をきくための場であ

ると教職員が考えるときは，積極的な意見は期待できない。学校の運営に教職

員が自由な意見を述べた上で意欲的に参加し，学校の意思を形成してゆくこと

がのぞましいのはいうまでもないが，その最適の場は職員会議である。意思決

定への積極的な参加が職員会議の中心的機能である。このためには，職員会議

の法的性格論議を別にして，校長が職員会議の役割を重んずることが最も大切

であ」る（同，105ページ）などとまでいうからである。学校運営への教職員の自

由で意欲的・積極的な参加，学校の意思形成への参加；“そのための場が職員会

議だということになれば｝それはいまや議決機関にほかならない。「職員会議

の法的性格論議を別にし」なければ教職員の「積極的な意見は期待できない」

というわけである。

　論者の法律論と運用論との分裂は，ここでは極端にまですすみt）．論者の職員

会議の補助機関説それ自体の無力さを自分自身で認めるまでにすすんでX・る。

｛→方で効用のない法律解釈論を展開し，他方で効用のある運用論を展開し，運

用の実態にてらして法律解釈論を別にする，’このような論理の運びの誤りはど

こにあるのか。’どこからくるのか。　　・　　　　’　　　∨

　特別権力関係論に立つての法解釈論と教育専門職労働論に立っての法解釈論

遮｝まぶ栄可避的に異質対立的醗iがどぎる☆そのまザ庭ならざるをえない○と

治冶窮寵の論者の見解司寄一糊権力関編融立うての法解釈論しか法律論

　一〇〇　　　　　　　　　　　　　　　・当轍一
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とじては成立しないのであうて，’それに立だないものは立法論か運用論となっ

てしまうのである6誤り幡蓬こからきていゐ∂’そのために㌧この論者は，職員

会議論，教育課程編成論その他の各論を随所で展開するとき，法律論と運用

論とをそれぞれ別箇に展開して，法律論の限界を指摘することになるわけであ

る。ここでは，運用のために法律があることが忘れ去られている。

　しかし，教育専門職労働論＝教育条理論に立っての法解釈論は十分に成立す

るのであって，そのような法律論のほうが憲法・教基法の諸条規にてらして正

論となるのである。

　（5）学校の利用関係。特別権力関係論者たちはまた，「学校の利用関係」ま

で特別権力関係とするが，ある論者は，その理由に「学校教育の倫理的性格」

をあげている。「学校において行なわれる学校教育活動は権力の行使を本質と

するものではないが，学校教育が一般住民の教化および人格育成活動という強

度に倫理的な性格を有するものであることにより，学校の利用者である児童生

徒は，学校教育が継続される間，学校教育の目的達成に必要な限度において，

一
般住民より以上に義務を課せられ，あるいは権利を制限されるのであり，学

校という営造物の利用関係は1この意味において，一種の公法上の特別権力関

係を形成する」（「読本』40ページ）と。そして，学校の児童生徒に対する命令権・

懲戒権の成立根拠をこの「倫理的性格」に求め，「このまうに倫理的な性格を

有する営造物すなわち学校においでは，営造物権力の発動として」これが認め

られる（同，二41Ko’一ジ）という。学校教育は「強度に倫理的な性格を有する」か

ら1学校は児童・生徒め権利を普通以上に制限したり『，校長・教員は命令権・

懲戒権をもつことになるという説は，いったい丁学校教育の倫理的性格」にい

う「倫理性」一の内容のどのような理解から生まれるのか。「一般住民の教化お

よび人格育成活動」・がその内容であるが，これだけでは両者の論理的因果関係

の追求までにはすすめない。　　　　　　　　　　　　　　　　『三＿

　（6＞・特別権力関係論嚢澄おによる学教法28条③⑥の解釈をま葱めるならジ

「学校の教職員は，E学模鍾嵯準必要なi全分野の仕事の，う｝ち鐸校長睦まつて分掌
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すべく命令された仕事を，，Z校長の指揮監督下で，二・忠実に遂行レなくてはならな

い」という解釈になるポ事実iある論者はi「校長は学校の諸々の活動につい

て責任を負わされているので，校長の責任のもとに，学校の教育事業が遂行さ

れなければならず，所属職員はその補助者として与えられた職務に従事してい

るのである。したがって，校長の指示，命令に反して，’職員が職務を遂行する

ことがあってはならないので，随時必要に応じて，職務遂行に関して命令を発

するのである。この命令は，職員に一定の義務を発生せしめる創設的意味をも

っている。」（『義務』96ページ）とのべ，教職員は校長の補助者にしかすぎないこ

とを強調している。こうして，論者たちによって，教員までもが，‥本務までも

が不分明な，職務遂行上の固有の権限さえもない，校長の補助職員に転化せし

められるが，このように変質せしめられた教員は，もはやどうみても教育の専

門職者プロフェッショナルではありえない。人々は雑用係を専門職者とは呼ば

ない。むしろ便利屋とか単純労務者と呼ぷ。憲法的基本的人権としての・「教育

を受ける権利⊥の保障をめざす現代の学校のなかでは，用務職員の本務確定・

職務権限確立までもが課題となっているのである6こうした課題をか々1える現

代の学校において，教育職員のそれを従前の用務職員のステータスにまで転落

せしめようとするような教職員管理政策を，そのままに存続せしめておいてよ

吟ものかどうか。校長はどんな「校務」であろうとその「校務」の処理の仕方

に？いての指揮命令をも含めて分掌命令を発することができるという発想，こ

の発想を成立せしめるその基礎にある教育観をほりさげて点検Ufみる必要が

ある。その教育観の問題性こそ，上記のような発想を容易に成立せレめる当の

ものにほかな⑨ないと考えられるからである。・　　．一∵、　．

　（7）論者たちは〔教職は専門職である」ζとを認めていゐ。．とすれば，こ

のことは教育労働が専門職労働という極めて特殊な労働であることを認めてい

ることを意味するから，労働管理論を展開する際には．「この特殊な労働にふさ

わ⑬い管理形態は何が鵡優閲題褒毒識舷怠ル渓：当然である6教職労働を専門職

労働lk”bて認めながら玉教職助働璽管理彩態は非専閲職労働の管理形態老同じ
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で蝋」・嫉照嘩・誼理鯨整合三二苦霧治一三［亙亘］’1；☆烈…

が誉鷺蕊㌻錨」∴∵三II幸ピ〈㌻

学校教育の機能醐育の過髄働な暴薮晶鳩去十毒
らしめるために，鵠方灘とりいれ務掌嚢導　　務計理罫
ることはきわめて重要なことである．」係整蓋部事　係係係係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任
（『ハンドブック』110■°・一ジ），校務「分掌

組織は，校務のすべての組織が網らされ，機能的な領域別に整理され，校長が

掌握・統括しやすいよ1うにヲ．イン系列に二，職能的に階層化することが必要であ

る。」（同，115－116ページ）などと。．そして，分掌の基本ラd．ン型として上の図を

示している（同，116ぺ一ジ〉。またゴ論者は，「無限に利用するζ三とのできない

労働力を，一定の時間内にもっとも効果的に利用できるよう，関係者はまず見

近なところを見まわして，どのようにしたら無駄を省くことができるかを考

え，そして工夫する必要がある」（「読本』73－74・ぺ一ジ）というが，教職員はもは

やここでは使用され利用される労働力どレかみられていないのである。教職を

専門職とみるのなら，学校を専門職組織（professional’　organization）とみなくて

はならないカ㌻論者たちの学校組織論は私企業組織論そのものかそれ以下であ

91組織体におけ礁揮命令系統の鞄丸・「私立学校を含めて醐企撒織

においても同様」に必要であるが，「国民の負担によって最大の行政サ＿ビス

を提供すべき行政組織においては強くそのことが要求され」るから，行政組織

における指揮命令関係をとくに「特別権力関係」というのである（『義捌47ペ

ー
ジ）という。そしてバこの論者も，地公法32条の職務命令につき解説レなが

ら・「民間鍋恥無嬉繊制醐織が作嚥領騰瞭麟る業
務燧行されている，］嚥噸癒鱈鰺鵬繊卿麟麟蹴藩の
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労働力を上役の命令によって提供すること乞なるユ弐うに，地公法32条の「こ

の規定をまつまでもなく，およそ，組織体の事業を遂行するうえには，当然な

論理として，上位の職にある者が，部下職員に職務上の命令を出しうると考え

られている」（同，90ページ）一という。つまり，・学校組織体のなかでは，教職員

もヒトではなくモノとなり，「その労働力を上役の命令によづて提供する」こと

になるというわけである。これこそ労働組織関係論の発想である。　　　　L

　もはや，ここでは；教職員の労働力の使用者によるより効果的な利用だけが

考え．られており，もうばらその観点から学校管理経営組織のあり方が考えられ

ているにすぎない。教育労働の特殊性など，その専閏職労働性など；みじんだ

に意識されてはいないのである。　　　　　　　　・　　　　”

　それにもかかわらず，論者たちが教員を専門職者とみているとするならば，

あらためて，論者たちの専門職観そのものが根底的に問い直されなくてはなら

ないと，こういう二ことになってくる。いったい，もっぱら労働力の効果的な利

用法だけを追求する論者たちは，いう・ところの専門職の内容をどのよう・に観念

していることになるのであろうか。「そこにおける『専門職』概念の申身は何

であるか」という観点かち，論者たちの発想の全体を相当程度に総括していく

ことが可能なようにも思われる。　：　〒．　　．　　　二

ニパ8X論者たちは，地方公務員教職員の使用者は当該地方住民全体であり，、

前者は後者に1奉仕すべき地位にある，だかち，公務員教職員の諸々の自由は制

限されぎるをえない，．と説く。そして，教育委員会の包括的学校管理権は当該

機関が住民▲体を代表する機関であることにもとつく’，，乏いうポしかし，論者

たちは，この論理私たとえば教育委員会一校長二教職員め関係に持ち込むば

かりで，，住民全体一教育委員会の関係にはけっして持ち込もうとしない。この

論理は，後者の関係をも規律する論理となるはずであり，住民全体の意思を受

けて学校が管理される必要をも説くことになる♂私が非常に奇妙に思う点は，

論者たち坑住民金体の意思麟公務員教職員の労働を拘束すると説ぐばかりで，

住民全体の意思が教育委員套垣聾鯉逢校長の経営労をも拘束ずるとはけらして

1（獲　　　　　　　　　　　　　　一358’一一
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説がない点で1あるジ管理，・経営を拘束沸るものはなに奄ないかめごどくに説い

そほ」漂鍔ゴ㌶ジ：洋㌧パバ”パ∵　　’　　”’

（1）論者の同旨の監督論は『理論と実際』38－39ページにもある。

（2）この監督の様態について，より詳説したものに今村『法律問題』がある。その308

　　－313ぺ一ジにわたってこの5つの様態について書いている。

㈲「憲法第田条の学問の自由が当然教育ないし教授の自由を含むとはいえないところ，

　　憲法には教員の職務上の独立に関する76条に類する規定がないことばもちろん教育基

　　本法第10条は学校教育法第41条，43条，地教行法第23条，33条等を併せ考えるときは

　　教員の職務上の独立を認めたものとは解することができないから高等学校の教員が憲

　　法第23条，教育基本法第10条により，職務上の独立を保障されるということはできな

　　い。学校教育法第51条，28条第4項は単に教諭が現実に生徒の教育に当る職務を有す

　　るということを定めたに過ぎず，他に職務上の独立を認めたと解すべき法規はない。」

（4）「『教諭は，児童の教育を掌る。』というのは，その主たる職務を表現するものであ

　　り，学校の所属職員として校長の監督の下に校務を分担すべき地位を否定するものと

　　は解されないから，校務処理上の必要性に基き発せられた命令には，職務上の命令と

　、して，それに服する義務を負う」（1952・11・6，名古屋市教委あて文部省初中局長回

　　答）。学教法28条④は「校務を分担すべき地位を否定するものとは解されない」とい

　　うのは，言葉・文章の国語的解釈そのものであって，およそ教育科学的・教育法学的

　　な解釈とは無縁である。

　　　「同法第28条第4項は，教諭の主たる職務を摘示した規定と解すべきであるから，

　　同条4項の規定を根拠として児童に対する教育活動以外は一切教諭の職務に属しない

　　ものと断ずることは許されない。もとより教諭は，児童生徒の教育を掌ることをその

　　職務の特質とするのであるが，その職務はこれのみに限定されるものではなく，教育

　　活動以外の学校営造物の管理運営に必要な校務も学校の所属職員たる教諭の職務に属

　　するものと解すべく従って学校施設・物品・文書の管理保全および外部連絡等の目的

　　をもって行なわれる宿日直等もこの意味において教諭にこれを分掌すべき義務があ

　　り，上司たる校長は教諭に対し，職務命令をもって宿日直勤務を命ずることができ，

　　右勤務を命ぜられた教諭は，あえて法令の規定をまたず職務としでこれに従事する義

　　務がある。」（1967・9・29，東京高裁判決）。　　　－　　　　　　　　r　　－

　　　「制度上，教員が本務以外の付随的業務に従事すべき義務を一切免除されていると

　　までは到底認められないのであって，特に宿日直の如く，他の本来の職務を有する者

　　によっても行いうる仕事を，教職員の付随的職務に定めて，これに割当てるか，ある
“

パば鞭員を顧薩菩淀淀行翻杭め江捷ずるかほ瀕譲齢奮置た
エご二任されてい洛上（昭和37違ゼ3窪熊隊地裁判決）☆：／．“・tL「

＝
359・一 105



㈲：1論者｝ま『理論と実際』のなかで，「学問の自［卸蓄、句本来’；’学問研究および発表の自

　由を意味するものであるが，大学における学問の自由に関連して教授の自由が保障さ

　れるのは，大学における教育の特殊性にある。大学における教育は，学問研究の過程

　や成果の教授を内容とするものであり，教育は，同時に研究深化の一過程でもある。

　この大学における『学問の研究』を具体的に保障するのが『大学の自治』であり，さ

　らにこの大学自治の制度的保障として教授会があるのである。」（101ページ）とのべ，

　このような「大学における教育の特殊性」は高校以下の学校での教育には認められな

　いから「学校の自治」は成立しないという。しかし，「学問研究の過程や成果の教授

　を内容とするもの」「研究深化の一過程でもある」ものは，果たして「大学における

　教育」だけであってよいのであろうか。

（6）論者は，この解説を田中耕太郎のものであるとして引用し，出典を示レていないけ

　れども，なるほど田中『教育基本法の理論』（有斐閣，昭和36年）のe69A°・一・ジにその

　ような解説がある。しかし，田中『新憲法と文化』（国立書院，1948年）での「直接責

　任」についての説明一私が『教育専門職の理論』633A°　一・ジで紹介したところ一

　とこの部分とのぞごに驚かされる。

（7）論者は，また，実定法上，大学の教授会や裁判官会議の設置が義務づけられ明らか

　な定めがあるのに，「職員会議についての何らの規定がないのは，それなりの合理的

　理由が存するのであり，このちがいを無視しての教育条理論は妥当性を欠く」といっ

　ている（『理論と実際』104ページ）けれども9「どんな合理的理由が存するのヵ〉」「立

　法者がどんな理由でそれらを明確に区別したのか」につき，なんらの説明もしていな

　い。「悪しき成文法主義」「官僚特有の実定法主義」という非難はあたっているという

　ぼかないめではないか。

．（8）　’raじ論者は，幽また，「教育課程については，当然に職員会議が議決機関である」と

一 ず端魎し・「各勧法令繊育課程の鯉につ・・ての綴を頗と縦して”’る

　事実をどう解するのか」「教育課程についてだけ校長が職員今議の議決に拘束される

　というに｛ま，’何らかめ法的根拠がなければならない。たとえ｝ま『職員会議の議によ

　　り』とか『議に基づき』とか一教育公務員特例法の教授会Q．Pt定がこれである一

　のような規定が必要である。教育条理や教授今とのアナ号ジー’tiけでは，学校教育法

　上付与された校長の包括的校務処理の権限を制約することはできない。法理上は，教

　育課程といえど鹸即決定しラる校翻こ含まれるのである・」（躍論と実際』105Ae

　’－vl’）などという91’1

（9）職員会議は，議決機関，諮問機関のいずれでもなく，まさに校長の補助機関である

，・
惑いう論者の主張は，．碑論璃陶．の105そ108ぺ≡ジでも再論されている。

”aOl’つぎのような発想のどこに教鱒門職理論が生きているのか。「およそ，．一定の組

106 ≒360－．
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J、識体がその目的達成¢塵めに効率的ぱ活動O錘澄迄ために｝歳その構成員が蛤かに全

　　埠あげて経鋤蹴く縁類緬動熟、・そ畷菓は期齢きな蛎そζ印指
　　揮命令系統，服務等の内部規律が明確にされ，それet違反した者に対しては制裁をも

　　って臨むという秩序が確立きれていなければなられ・。反面構成員は自己の意に反

　　してもそれに従わなければならないから，それは自由な行動に対する「制約となってあ

　　らわれる。いかに免許状を有する専門家であるからとい㍗ても教師も学校組織の一

　　員であることには変わりがないから，その例外をなすものではない。……組織の一員

　　として自由を拘束されるのがいやならば，組織の中にはいるとと’（教翫としでの採用）

　一に同意しなければよかったのであるし，あるいはもっと自由な職業を求めて転職すれ

　　ばよいのである。」（「義務』46－47ページ）。「教師の職業は専門的であり，高い知識

　　や技能を必要とするものであるが，学校教育の目標，方針や内容等については，法令

　等で定められているのであるから，教師は，その制約のもとに，その仕事を処理して

　いかなければならない。自己の判断≒責任のみによって，教育事業を遂行する制度に

　　なっていないのである。」r教師は，児童生徒の教育活動を行なうにあたりみずからこ

　れらの規制にしたがうとともに，校長等の上司から必要な指示，命令をうけた場合は

　　それらの指示；命令に服して仕事をしなければならない立場に置かれているのであ

　　る。」（同，83ページ）。「教師の仕事は，専門的ではあるが；．学校の教育事業は，統一

　　的に行なわれなけれぱならないし，自己の担当する教育活動は学校全体の教育活動の

　一部分であり，他の教科とか他の学年との連けいの下に行なわれなければならない。

　　自己の担当する教育活動は他の教師の教育活動と無関係に独立して行なわれるもので

　　はない。特に公共性をもつ教育の立場から，教育の自標，方針や教育内容については

　．法令の定めがあるのであるから，教師は，そのわく内で，創意工夫をこらして教育の

　効果をあげていくよう努力しなけれぱならない。」（同，83－84ページ）。

ao考えてみると，このことは，文部省筋の，ここでとりあげている書物が，実は，労

　務対策の手引書となっていることを，極めて端的に示しているわけである。そこを貫

　　く論理は，噛いかにして教職員を管理するか、一彼らを教委・校長等の指揮命令に服従さ

　せるのにどのように「説得」するか，等々の追求に置かれているからである。

　さて，以上，・特別権力関係論者たちの学校経営論を整理・紹介しながら批判

的にみてきたが，私は，特別権力関係論に教育専門職理論を対置させるだけで

十分だとは少しも思っていない。というのは，教職員労働者の労働管理権を全

面否定するまでにいたる趣ρよヶな特別権力関係論はい偶然鱈産熱轍職員

の勤務関係に持ち込ま麹経き惹璽よ汐な辞デォロギ←対‡は惑桑蛋簗ぐ旙濠遮、

＝鍵≒ 10Z



員の労働関係蚤また資本制賃労働関係にほかなちないとごろからのいわば必然

的所産だと考えるかうである。百ず託ぱ一特別権労関係論に導かれだ国家（資

本）の労働管理にどのような方法で対抗しながら自己の労働管理権を確立し拡

充していくか，その方途を明らかにしなくてはならないからである。教育専門

職理論によって特別権力関係論を論破するだけでは足りなvk。すすんで，特別

権力関係論・学校経営近代化論等が支配している職場のなかでノ教育専門職理

論をどのようにして活かしていくか，この問題を問わなくてはならないのであ

る。そして，こめ問題に解答を与えようとするとき，まさに教育労働＄学が構

想されなくてはならなくなるのである。

〔皿〕教育権・職務権限論

　さて，これまでの学校管理経営組織論の考察により，論者たちが教職員の教

育権・職務権限をどのように理解しているか，すでに相当程度明白になったも

のと思う。

　論者たちの学校管理論および学校経営論を総括的に考察するならば，教職員

の教育権t職務権限をどのように認識しながら論者たちがそれらを展開してい

るか，およそのところ明白になるからである。したがって，本来ならば，あら

岬1論者たちの学鰭理経営論を総括しておいて・その鯉この輌の考

察繊醜秒くべ鵠のであるが・私としそは論者だ塑学鱒難齢

を一自分自身が圭分に納得のいくほどまでに整理し紹介することができているよ

うにはいま三だど5i．Vでも思えない。したがって，・その給括ぼ今後た行なうこと

にして，以下，別の方面から，いくつかの項目を立てて，より直接的に論者た

ちの教育権論・職務権限論をみぞいくご愛恒昔るどぜ1ざ｝

職務命令服従義務‘　　・”’・・：｛i：・≡：tt　　－　　　　　　　’．．一

芭蓮獲法32条にぱ，㌔「職員｝ま㌍漣⑳職糠を麸行ずるに当’oてジ’法令，条例；地

方蚕共団体め規則及び地方公共団体め機関の定める規程に従い，・且っ；‘玉司の

　‘碩葛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一362一
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職務上の命令に忠実に働なければならな・い。」とある6この条規1＊，さtUずめ

地方公務員一般に適用1さ：れるzもの癒あるかち，．教育労働という特殊な労働に従

事している教育公務員にもこれがそのまま機械的に適用できるかは，『当然に問

題となる。問題にされなくてはならない。しかし’・現行の教育労働法体系のな

かではttこの地公法32条の条規がそのまま機械的に教育公務員にも適用され

て，地教行法43条②で，「県費負担教職員は，その職務を遂行す；6に当って，三，

法令，当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会

規則及び規程に従い，かつ，市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令

に忠実に従わなけれぱならない。」と規定している。このことは，現行法制度

が，地方公務員一般の公務労働はもちろんのこと，教育公務員の教育労働まで

「職務上の上司」の「職務上の命令」に服従して行なわれる「従属労働」とみ

ていることを端的に示している。そしrCt、事実，地公法32条・地教行法43条②

4）設置趣旨は，公務労働一般・教育公務労働をそのような従属労働に変質せし

めることにあっ．牟と思われる。とすれば，以下にみられるような論者たちの法

解釈は，これら諸条規の設置趣旨に忠実であるというほかないであろう。

　①　「r般にジ組織体は，．そ4）構成員が各自の分担する業務を“．rel¢）秩序に

従って遂行していくことによって，円滑に活動し，機能するものでありi．そこ

においては当然に一定秩序を保つための内部規律が存在し，そ．の発現形態とし

て命令権および紀律権が存在する。このことは公けの組織であると私的組織で

あると異な一るところはない。」職務命令梅はここにいう命令権に当たる。・だか

ら，「職務上の命令について規定してい看地公法第32条は当然のことを単に確

認的に規定した」ものにすぎない（『演習』91ぺr・：’）。『．　　　　　　’・　・／　，．’1｛…　”1

　②　「個々の学校の職員はその組織の中で一定の職務を分担vている◎、公務

員である教職員の場合は，法律や条例等によっでその職務の内容が定まってy．・

るので，任用行為によってその職につけられるこ．とによりtj’－r必然的陸惹の職務

卵齢綻す癒嚥繊顕具幽な綱癒享｛騨辮灘⑳
鵬酬た●狸艇愉室螂．芝顯鞭隼聖禦爆覆顯P嫉頚
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それの工司⑳命令によちなければならない6これが職務命令である。」（『学校経

営』f11パージ）。だから，こそれほ，法律；条例等で「抽象的に存在する職員の職

務」を必要に応じて「個別に明確に具体化する」ための「ものであり，「全体が一

つの組織体として一定の秩序を保ちつつ，能率の向上をはかるため」のもので

ある（同，111ページ）というととになる。この論者によると，職務命令は「組織

の一員となることについての本人め受諾にその基礎を置いている」（同，111ペー

ジ）とされているから，採用後にばどんな職務命令にも服従せざるをえないと，

こういうごとになり「ぞう・である。そして，地公法32条，地教行法43条②等の規

淀は，之嵐じく以上のことの「確認規定」である（同，111Ae　・一ジ）と考られるとい

う匂事実，この論者は，時間外勤務命令をはじめ職務命令一般に相手方の同意

が必要か否かの問題につき，「職務命令に相手方の同意は必要でない。また，

職員団体との交渉事項でもなく，たとえ，かりに交渉事項であるとしても，組

合分会の同意を必要とするものではないbこのことは，およそ職務命令が『命

令』である以上，当然のことであり，対等な立場の両当事者の場合の『同意』

とは，本質的に相容れないものである。」（『理論と実際』112ページ）と断定して

いるのセある。教職員一般は，いまや，どんな職務命令にも服従する以外ない

もののごとくである。

　両当事者が対等な立場にある「契約関係」においてなら相手方の同意は必要
’

であるけれども，「勤務関係」においては，・職務命令に相手方の同意は必要で

はない、職務命令は自由に発しうるものであって相手方は無条件にそれに服従

する以外にない，というような極端な発想は，いかに「勤務関係」上にかぎっ

て考えても，そのままに通用する発想ではない。

　③　しかし，論者は，「公務員となる者の同意に基づく任命行為によって成

立する公務員関係」においては「任命権者は，その包括的支配に服する公務員

に対し具体的に法律の根拠にもとつくことなく必要な命令を発することができ

Cる壬と箏る判例k長野地劇‖渓；1・繭和3δ：・6」；2）’遷そ地公法32条・地教行法43条②

・を1匠レ＜解説V＞glも⑳と解し；：蚕務員関係をあたかも絶対的な支配服従関係の

　覗o　　　　　　　　　　　　　　　　　－一∫364一
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ご已ぐに解：dて’uifっ治x・る。／’　・”　：tt　’　・、○ぐ・二1”＼’ll㌦　　　　　　’

「L’

「職務命令に従おなげればなちないどいうのは；’このような法律の規定’（上

記の地公法32条・地教行法43条②を指す……引用者註）があってはじめて認められる

義務ではなく，組織の一員となることによって，そめ組織体の運営上当然必要

とされる支配服従の関係において当然に認められる義務である。したがって，

その支配服従の関係，あるいは公務員関係といってもよいが，その関係を設定

した目的に照らして社会通念上合理的な範囲であれば，包括的な職務命令が出

せるのであり，いちいち法的根拠を必要とするものでないことは，いうまでも

ない。」（『理論と実際』114A・一．ジ）というわけである。

　公務員関係は支配服従の関係だから，包括的な職務命令を発することができ

るし，職務命令を発するについては法的制約は受けないと，論者はこのように

いっているわけであるが，・このような論理をそのままに通用させることは，す

でにのべたように，いかなる職種労働を掌る公務員についても不可能なのであ

り，まして，とりわけて専門職労働を掌る公務員については不可能であり㌃不

可能としなくてはならない。とく｝t，’この論者の場合；職務命令の有効婁件に

うV・’ての厳格な考察を欠いていることが，’まずは問題となるであろう。

　④ぺ宅れら論者たちの地公法32条・地教行法紹条②の解釈た共通にみられる

特徴は、蚕務労働の特殊断専門職労働の特殊性；1と㍉わ恒教育専門職労働

の特殊性を少しもみま亨法しそも元｝もと芝竜ある。遠ン対象労働とヒト対象労

働の異質性への無知であるξ’両種労働め異質性を無視するところから，論者た

ちは地公法32条・地教行法43条②は公務労働者にも教育公務労働者にも一律に

機械的に適用できると解しているのであるが，このような理解は極めて危険な

結果を招くことになる。というのは，モノ対象労働の労働管理めメカニズ云ほ

もちろん資本（国家）の欲するモノ商品の生産をめざすものであるが；同じ労

働管理のメカニズムでヒト対象労働まで管理されることになれぼ1っくりだき

れ醜ゐ頗本・⑱家）の額る鯛朗で舗り瀦閲・縫瀦縫繊
力関係論匿まる泌法32条一地談行法娼条②ゐ解釈，逗れ庭経鐡逝鯉泣

　　　　　　　　　　　　　　　　一｛365＋一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並11



てられた教職員労働管理の体制が批判され打破されな，くてはならない理由賎．

この体制下でつくりあげられる人間は資本（国家〉の欲する人間となっでレま

うからである。

　教基法の前文・第1条が要請している人間の育成は，教基法の10条が明示し

ている教職員労働の管理の体制のもとで，はじめて可能となるのである。

　⑤教職員労働まで従属労働とみている地公法32条・・地教行法43条②は，教

基法10条の不当支配禁止・直接教育責任・外的条件整備行政などの諸原則に違

反しているから，違憲・違法な悪法というほかないが，ごく常識的に考えても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
すべての職務命令が有効となるわけもないから，職務命令の有効要件につき検

討しながら，職務命令の有効範囲を考えてみよう。

．職務命令の有効要件として，一般に，①職務上の上司の命令であること，．

②職員の職務に関するものであること，③法律上の不能または事実上の不能

を命ずるものでないこと，一④職員の職務上の独立に関するものでないこと，、

この4つがあげられる。．

　職務命令を発する職務上の上司に臨学教法28条③により校長力｝，同法条1④に

より教頭がこれにあたり，．校務分掌組織上で設置された教務主任，一学年主任・

生活指導部長等々も，．学校管理規則や校内分掌規程など¢）規定の仕方いかんで

はそれぞれ職務上の上司となりうる。なお。学校の全職員に対し教育委員会が

職務上の上司となること｛まもち6んQこ’とであ6，＿・IC学校経営担13ぺ一ジ）9i－．vz－’

　・また，この論賓も，学教法28条⑥は「教諭の主たる職務を示したものJi（凪

115ぺづ）に過ぎ塾文解するから；い：酵ころの「職員の職務」のなかには・

教育以外の種々雑多な仕事が入り込むことになり，それらの仕事に関レても職

務命令は有効に成立することになる。：．　　　　　　　　 ：
　 r．

　っいで，職員の「職務上の独立」が法認されているなら，当然に，当該職務

に関しての職務命令＝指揮命令は成立しないから，教員のf職務＃の独立」』ま

塗認され宝ピると逐るかどう海多ミ閲題となる。論郵輻次項雪安蚤まう1堅ピこ

処を金面蚕認惣てかかる。だからtttt学教法2Q，条・「4亀条ド：、鎚教行法23条こ33条⑳1，

．1－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－366　rv
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等タを恥ち江し置，工茎部大臣や教育委員酬鞠ぎ肉容についての権限鮪し

ておりジ公務員たる教諭は，教育委員会や校長の指示の下にその職務を行う1こ

ととされている。」（同，115－116　A・　・一ジ）とまでいうのである。つまり，教育内

容に関する職務上の上司の職務命令は有効に成立すると，こういうことにな
（2）

る。一

　そのうえで，この論者は，．「忠実に従う」（地公法32条，地教行法43条②）に

つき解説した．り，職務命令の暇疵の問題に言及したりしている。「職務の命令

に『忠実に従う』ということは，単に機械的形式的に従うというごLとではな

く，職務命令の内容を十分に理解し，誠意をもって最善の方法により命令を達

成しなければな．ちない．ということである。職務命令がきかれないとか；忠実に

これ々ミ守られない煮ぎ隼・組織体の機能がとどこお二りλその存立の基礎を危ぐ

するこ・とになるからぱ職務傘令の違反に弛レては〆：1内部規律を維持するため職

員を懲戒処分にすることができる（地方公務員法29条ユ項）ierj（同，116ページ）。

論者は，地公法29条①の2号にいうところの「職務上の義務に違反し，又は職

務を怠った場合」に該当するというのであろうが，しかし，職務命令に服従し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
ないことがただちにこの条規に該当することになるのかどうか。

ついで，論者は，職務命令の理疵の問題につき，丁その実質的な内容に立ち

入って審査じなければその適法か違法かを容易に判断でぎないような場合に，

職員がかりに主観的に違法と考えたとしても，職員にその判断をずる権限はな

いので鋤・そρ難がr重夫か棚白』撫効であること嫁舗醐白で

ある場合を除き，・その命令に従わなければならないも」（同，116ページ）．として，

職務命令の適法性を著じくゆるやかに解し，違法か否かにつぎ職員の主観は入

り込む余地の碇ζぷ嘩肌⑪る・その裏疵力ζ額的に「4大かつ明

白」か否かは，もはや主観的にはまったく判断不能だからである。．一一、一㌦

　⑥　以上のようにしてヂ職務命令の4つの有効要件の’5’：L5　，・　1’　’「法律土の不能

鰹響郷璽難繰泌正鱒燃禰嚇締蹴に
鯉するCTとに娠てじ熱璽襲璽竪漂謡騰ぎ繰鱈ξ三・≡

　　　　　　　　　　　　　　　　二羅竣≡一　　　：　’・’　　　　i．113，，



　　しか広磁臓員あ職輸関瀦も旋あ衰幻とい遁件だけをどり

だじ時紋みそ’も1一諭巖ぢめ圭張にどれ溺の説得性があるか：根本的に

疑問である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　およそ「職務命令」というからには，「職員の職務に関する」命令を指すの

でなくてはならない。「分掌せしめられた仕事はすべて教職員の職務となる」

という論法を論者たちは採っているけれども，4つの要件の一つに「職員の職

務に関するものであること」があげられている以上は，職員の職務内容につい

ての確定をずることが必要なのである。：

　結論だけをいってガげば，教員に日宿直勤務を命ずる場合，日宿直勤務は教

員の職務でV’2ないかち，その命令は「職務命令」のカテゴリ’一’tzは属さない。

したがって，拒否することもできるわけである。本人の同意をまってはじめて

成立する命令である。そして，教育こそ教員の固有の職務であるから，これに

ついてだけは職務命令をだすことができるが，ここに「職務上の独立上が認め

られるためilその職務命令は無効となる。

　（1）「特別権力関係においては任命権者はその包括的支配に服ナる公務員iこ対し具体的

　　に法律の根拠にもとつくことなく必要な命令を発することができる。すなわち職務命

　　令はその内容の如何を問わず原則として適法であるといわねばならない」（1964・6．

　　2，長野地裁判決）どいうような非常識な特別権力関係説がいまなお生きていること

　　は，奇妙といえぱ奇妙である。　　　　　　　　．

（2）「鵬命令の4つの有嫉件」．につv＼て云々されるもともと哩由は魂務命令が

　　とかく乱発されやすいからそれをチェックすることにあると思われる。’つま’り，’4つ

　　の方面かちしぼりをかけることにようて，その乱発を防止するこどにそのねらいがあ

　　るわけである。ところが，みられるSうに，この「4つの有効要件」は，その③を別

　　にしていえば，反対に，乱発を合理化しE当化し促進する要件に転化せしめられてし

　　まっている。い6たい，この「4つの有効要件」論は，どれほどのしぼりをかけたも

のになっているのか6　’⊂　
　
　 ：　一

㈲　というのは，「職務上の義務」違反とか「職務を怠った」とかいう場合，．特定の職

一藁般哨鑓聖嘩務阜學包砕垣酪鱒妙どうか鯛だからである・
　　反対に，職務命令に服従するζとが「職務上の義務」に違反するケースも想定される

　：このである。問題ぱ「職務」の内容にある。ま売，r職務命令の執行を怠る」ととと「職

　髄4　　　　　　　　　　　　　’一迎二



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教育労働密学纏動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　識
　　務を怠る」こと，なV泌臓蹴の義酬違厨剤蓮纏鏑脇磁嘩蹴櫛・

　えなx’・・…∵・蕊・’・’・’・苛・ぷ一竺・櫃ミ興酎・当三合・画討1

　教員の職務上の独立1．：．　、、　　亘tゴ　・：：・，主eジ巳二．

　学教法28条⑥を教員のf職務上の独立」・，をゼ・・づ，たもの：と解癒る三のかどう：かC

特別権力関係論によっでこの袈条⑥を解釈するな玩必然，．その解釈ぱ否定的

となる。以下，論者たちの解釈を吟味しでみょ．う5　　　、．，∵．實淫：’，．．∴

　①・「教員の職務は，一般行政職員の職務にくらべて特殊性があり，教員の創

意工夫がより強く要求され，’上司が細部にわたつて監督しにくい面があり，ま

たそうすることが好ましいことでもないことは否定できない」（『演習』96A・一一ジ）

として，『演習』は，教育労働の特殊性を，その自主労働性を，一定程度まで

認めながらも，「このことをもって直ちに法律上職務上の独立’（具体的にいえ

ば教育の自由）が認められているということはできない。」（同，96ページ）・とい

うb教育労働は，事実上，「教員の創意工夫がより強く要求され」る労働であ

るから，「上司が細部にわたって監督」することは「好ましいことでもないユ

とルながら，この事実にてらして法解釈をすることなしに，：丁教育の自由」を

全面否定する方向で28条⑥を解釈する。科学的な法解釈が事実ぽてちして法を

とらえることを要求する’どす，れば，『演習』の慈粗は慈薄に非科学的解釈だと

・ いわざるをえない。・教育労働⑳自主労働性力§事実上香定できないとすれば，こ

の事実を否定する方向での法解釈には無理があるかち，一混乱が不可避的に生ず

ることになる。別の論者もい教員め職務が「教師の創意工夫をより強く要求」

するものであり「細部にわたって監督しにくい面がある」（『義務』．g7ぺ一ジ）二こ

とを認めながら，「教師一人一人の職務は学校教育の一部分を担当じていゐに

すぎず，しかも，児童生徒の教育は法令の定めやより具体的な管理者「（教育委

員会や校長）め方針に従って行なわれなければならないとするわが国の教育制

度がとられている。」（同，97ページ）．から「職務上の独立」；は認め癒輸ない芝か

況三う」く．られた教育法制度が憲法・教基法め法規範に籔がに背陸謬凌もの臣あ
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　　　　　　　　　　　　　（1）
　るがに三江まるで無頓着である・o㍉ン・㌃㌔1，㌃’ぶ苦等．”・1

　②『演習』は，「職務上の独立」’が認められない理由として，①心身が未

発達で判断力も十分でない児童生徒を対象としていること，②一定の教育水

準を維持する必要があること，③適切な教育内容を確保する必要があること，

④公教育の内容について全国的基準にしたがって運営される必要があること，

・これらの4つをあげている（r演習』，96s　97ぺ←ジ）。じかし，・これらの理由は果

たして教育の国家統制（＝行政統制）をいう理由だりうるめであろうか。かえ

って，だからこぞ教育専門職者集団による統制（＝専門職統制）が必要となる

という結論がでてくるめではないか。たとえば，「；定の教育水準を維持する」

のに二「全国的基準にしたがって運営」するのに，政府や文部省がでてくる必

然性があるわけではない。「全国的基準」の決定には政府・文部省が最適任者

だという理由はないと思う。

　「教育の自由」説や「職務上の独立」説は，「一定の教育水準を維持する」必

要を少しも否定しない。維持すべ1き『「“定の教育水準」の決定権者としては’i

政府・文部省が最適任者であるとか，政府・文部省しかあ’bi・えないなどとは｝

考えないだけのこどなのである。「教育の自由」説は；「教育の機会均等の確保，

’教育水準の維持向上，適切な教育内容の保障という要請によ’ケこたえるため

に㌫なん、らがの公的措置が必要とさ・れる」（『義務』152ページアζとt’「教科書に

対す孤的要請をみた」す’（同，153ページ）必要があるごと，を認める．．しか

1

し，，，花・う1宏ころの公的措置ないし公的要請がイコピル国家的措置（行政的要

請）乏なる’と：は少しも考えないじ，そうなる論理必然性はないと考えるだけの

ことである。教基法6条①にいう「公の性質」を，．論者たちのように「国家統

制に服す雄質」・ど幽さ9細眠全体酬し埴接頃任韻。て鯖わ
tt

れ』’る性質」と解するのである∂IUこでも，『「公的措置」「公的要請」「公の性

質正等にいう公が国家にすり：かえられてしまっている点，田中耕太郎説の場合

鍋墜あるボニ・二渓・継、亘ぶ㍉○・㌍・：，’∵・・㌍

ぶ軸釘職蹴の独立』耀輌繊員個嫁嚇綱鯛鱗とくに教
ttZ　E’6：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一白370一
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るなら・それは誤りである・・掴家（対行政）的関髄お鯖みれぽ臓務

上の独立」は絶対的自由であるし，そう・でなくてはならない。しかし，専門職

者個々人は，専門職者集団の決定から，専門職統制から，けっして自由ではあ

りえない。その意味で，専門職者仲間との関係では「職務上の独立」は相対的

自由とならざるをえないのである。その意味でも，教員（集団）の「職務上の

独立」は，教員（集団）に盗意的・独善的な教育i・wa務の遂行を許すものでは

けっしてない。

　加えて，対国民的関係からみれば，教員（集団）の職務内容は，国民の教育

権の直接保障責任という責務から，きびしく拘束を受けるのであって，この関

係においても絶対的自由が成立するわけではない。反対に，この関係では「職

責の遂行」が各種の制約を受けるから，対国家的関係では「職務上の独立」の

保障を必要とすることになるのである。

　③　「教育という職務は，r般の行政聯o職員等の職務｝ヒH瀬する乏，教員

みずからの創章工夫がより強く要求されるものであ］ゐ（F学校経営』115A・・一ジ）

として凄育労⑳懸駐ぽ麺瞬睡呼認ある縮も・教員への
「嚇坤虻」の螂は毅の頴遍断幽育をゆだねることに通ずると

解じ，「職務め独立陛を認めるためにはそれ相応の根拠が必要であるが，教諭

の職務の独立にっじ・そめ法的根拠はない。」（同，115A・一一ジ）と断定しt’国家の

教育統制の必要をるる説明することになる。すなわち，「学校における教育は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
公教育制度としての学校において教諭が国民全体に対して負う責任であり，法

令によって定あられている目的目標に沿うものでなければなら」ない（同，115

ページ）といったり∵また」高校以下の教育の場合1ま・心身の発達段階琴未熟

で判断力においても不十分t（児童生徒を対象とレ，ri定の教育水準を維持する

ことの要請される点において，大学における教育とは本質的に異なり一，大学の

搬の舳がそのま翻⑰れるとは…えな凶とす魂旨の顕麟判決

の職務」二の独立を認め麟p担め萱と涯聴嶽他臓務渠め涯戯認あた
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ものと解渉Ktき法規はない」’（同，血5ぺ号ジ〉．乞くりかえすわけである・。

　①教員には「職務上の独立」ないし「教育の自由」は認められないとする，これらの

　　’文蔀省側の論者たちの主張を支持する判決も非常に多い。その事例。「教育ないし教

　　幽授の自由は，学問の自由と密接な関係を有するけれども，必ずしもこれに含まれるも

　　のではない」．（1963・5・23，最高裁判決），「小・中学校の下級教育機関における教員

　　の教授の自由は制約される」（1♀69・2・19・仙台高裁判決）・「少・中学校の下級教育

　　機関において，大学を中心とする高等な研究機関におけると同様な意味での教育の自

　　由はない」（1970・12・9，．高知地裁判決），「原告らは，教員は，教育の内的事項につ

　　いては職務＃’の独立炉認められ，教育行政はこれに干渉することができない旨主張す

　　るが，憲法及び実定法の解釈上そのように解すべき根拠はない。」（昭和39・6・2，長

　　’野地裁判決）Cそゐ事例としては，ここでは，この程度あげるにとどめるけれども。

　（2）・論者憾，「学校「で｛ま，なにを教えてもよいということはできず，国民の総意に基づ

’ 　く教育をしなければならない。」（『義務」144ページ）としたうえで，「国民の総意に

　　応えた教育」は，「国民の総意をくみとる方法は，国会を通じてする以外にはない。」

　　（同，142ページ）し，「その国民の総意は国会を通じて教育法の体系に表現される。」

　　’（同，143ページ）のだから）国家的統制vt服した教育であるほかなVNという。そし

　　て，・教育法10条①は「教師が国民全体に対して直接に教育の責任を負うことを規定じ

　　たものではな」い（同，142ページ）と断定する。’しかレ！私は，まず，．こQような

　　論者の教基法10条①の解釈が！　，，ee者自身の「免許制度は，教師を教育の専門職として

一 位置づけ，その地位を保証してVNる。」（同，53A°・一・ジ）とじ・う「教師＝専門職」’ 論と

　　どう両立するのか，論者に問わなくてはならない。第二に，私は，「国民の教育的総

　、意」を≦みとるべく形成されたものこそ，公選の教育委員会制度であり，PTAであ

　　・るt，t，く考える。論者たちは，．「国民の総意をくみ≒る方法は，国会を通じてする以外

　　にはない」という前提に立ち，教育の行政的統制をすすめているが，現実め事態は，

　　行政的統制によって「国民の総意に基づく教育」を破壊しているめである。一人ひと

　　りの国民は，PTAで発言する機会さえもてないでいる。もちろん，・自由に発言でき

　　る1まどに，民主的に運営されているPTAはなi，・eCl等しい。　PTAは，　PAとなり，

　　B！ボス）TAとなり，　BAとなっている。学校教育へめ発言を国民の一人ひとりがな

　　しえないでいる現実こそ，「国民の総意に基づく教育」がなされそいないことの証明

　　であり，さらに，「国民の総意をぐみとる方法は，国会を通じてする以外にはない」

　．とい5．老え方がいかに決定的に誤っている．かの証左である。　、　　　　．－

1≦；毒㌶欝欝霞整顯誌ご違窺鷲灘灘㌶麟端灘

ご㌧彫り蛎てい治。、なる．tまど；教員は国民全体にたいして教育責任を負っているが，いう
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ところQ暉民全体↓◎〉桑二の麟ξ体＃存在すそ舷け璽註玲の亙あ㌔存在窒る；

ものは一人ひとりの国民個々人であり・その総体にすぎなじ＼だ炬ら！国民全体を

云々するとき，一人ひとりの生きた個々人を捨象して，「国民全体」’をいうとすれば，

もはや一人びとりの生きた個人の全体ではありえず，その対立物とさえなる。「国民

全体の意思」を押し出すことで国民個々人の意思・意見を無視し封じ込むことが可能

となる。「全体的意見と個人的意見とをどのように調整しながら教育をすナめるか」，

という難問にたいする解答を探る努力は，ここには少しも認められない。

　教員の「学問の自由」

　教員の「職務上の独立」を認めるかどう・かは，教員の「学問の自由」を全面

的に認めるかどうかの判断による。この問題については，「学問の自由」と「教

授の自由」とは概念上別箇のものであり，「教授の自由」に，ついては教育という．

ことの本質上t’”下級の学校に至るに？れ制限されることがある（法学協会編『註

解日本国憲法・上巻』有斐閣，460ぺ一ジ）とする理解をどうとらえるかをめぐっ

て，すでにくりかえし論議されてきており，宗像説や堀尾説がすでに決着をつ

け，杉本判決もこれらの学説の正当性を追認したところである。しかレ，論者

たちは，y・まだにエ教育の自由」否認論をくりかえしている。．

　①「学問の自由」のうちICは，当然，「学問研究の自由」「学問学習の自由」

「学問教育の自由」等が不可分一体のものとして含まれている6’だから，gれ

が国民の権利として憲法上に掲げられた以上，すべての国民がこれら3つの自

由を享受していると考えなくてはならない。・ところが・論者は・「学問の自由」

は「いかなる職業に従事する者にも等レく与えられているもの⊥であって「教

育とは直接の関係を有するものではな」い（r義務』84ぺ一ジ）として，「学問研

究の自由」と「学問教育の自由」とを峻別する。国民の「学問研究の自由」は

子どもの「学問学習の自由」としてあらわれるから，もしも論者＠．4iう．に「学

問研究の自由」の普遍性だけをいうとしても，子どもの「学問学習ρ自由」も

普遍撫固有性・不可嘩を㌍て鍋：から・そ：の充星騒髄繊員への
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　ド　　ナ　　　　　コ
「学畷勲自趾曝騨不略鯵蜷と・し寧慈聾鎮蝉・しかレ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　：一：373≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当◆、・べ　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”t一



論者｝鵡1このまヴな論理展開をせずに汀激育の百由工を認めるかどうかは国

家醜㊨輌趣まるとし・う昧学誘鋸も盲家磁証の鯨で考え

られるべきものであって，学問の自由，を保障した以上は，その裏づけとして，

一切の干渉を排除しなけれぱならないというのは論理の飛躍であ」り，こんに

ちめわが国では「大学の教育については，広く自申を認めるという国家的施策

がとられている」だけのことだ（同，84ページ）という。大学教員の「教育の自

由」も国家が政策上授権した「事項的特権」にすぎない。「義務教育諸学校や高

等学校の教育は国民の普通教育としての性質をもっておりi’……わが国では，

国家的立場から，教育内容を定めている。児童生徒に対する教育は，定められ

た内容にしたがって行なわれなければならない制度になっている。」（同，85ペ

ー
ジ）という。すべての学校段階ゐ教育について，国家こそその主体であり，

そうしてはじめて教育は「国民教罰淫なる；という。このような戦前型の

「『国家による国民教育』としての公教育」観がまず問題であるが，「学問研究

の自由」は普遍性をもつが教員の「教育の自由」・ほ国家の干制度的保障」だと

いう考え方は，あまりにも論理的に不整合である6教員の「教育の自由」が制

限されると，国民（児童，生徒，学生）の「学問学習cb自由」が普遍性を喪失

してしまうからである6’・　’「’

②別の論者はまた，奇妙な論理をだしている。教基法2条「教育の方針」

に教育め「目的を達成するためには，学問の自由を尊重し」とあることをとり

あげ，っぎのようにいう。「この規定は教育の目的を達成するための条件の一

っとして学問の官由の尊重が必要であり，教育者および教育関係者は被教育者

の学問の自由を尊重じ，またさらにつけ加えれば学問の自由を尊重する国民を

育成しなければならないことを定めた規定と解され，教員が職務を行なうにあ

たって，教員の有する権利である『学問の自由』が尊重されるべきことを定め

たものとは解され上ないてr演習』107　A°・一ジ），と。被教育者の「学問の自由を

韓磐ぎ旨⇔漣旋筋亘教員のこ「醐湘劇鱒重すべ詣ぷ
たものではなしく葛こういう鯵｛ナ護あるもむかし，被教育者の・「学商学習の自
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由is、が尊重されなけ若ばなぢ癒いの蕎らご教育者の「学問教脊の自由」《’が尊重

き才Cな’ぐてはなぢな『くなるととは∴あまりにも明白なこどではながろう’がごパ

③　教員の「学問の自由」が制限される根拠として，『別の論者は，学問研究

の成果を「職務として教授することまで憲法｝ま保障していなVN　J一ことをあげる

（「演習』106ページ）。「学問を自由に研究することは高等学校教員にも保障され

ている」し，また「高等学校教員の職務が学問と無縁といっているのではな

い」（同，106A°・・一ジ）が，教員の職務は「学問を研究しそれを発表することでは

ない」から「高等学校の自治」も認められない，と。論者は，大学教員の職務

は「学問を研究しそれを発表すること」だが，高等学校教員の職務はそうでは

ない，という。明白なことは，教育なじ・し教授は一般に学問研究成果のストレ

ー
トな伝達ではないというごどである6この点，一大学での教授でも同じであ

るσ教育芳法学的検討を如艇教育ほ識赤陪教育の内容が学問的に1Eじいも

のであり「立証された真実」（ブ日シデにδ遠立づ蓄め宅蕩らでも∴教育が相

手の成長・発達を促す営みであるかぎり，教育の名に値しない。教育勇働は

「知識の伝達」労働（エツィオニ）ではない。論者は，大学教員は学問研究の

成果の伝達を職務としているから「学問の自由」が保障され，高等学校教員は

教育方法学的検討を加えて学問研究の成果を伝達することを職務とするから

「学問の自由」は制限される，といっていることになるが，むしろ逆でぱない

か。一教育の内容の学問的検討も教育の方法の学問的検討も必要である一実は

大学教育もそうなのであるが一とするなら，そうした二重の学問的検討なし

には高等学校の教育は教育にならないどするならs「学問の自由」の保障｛6い

うそう手厚くな（てはならないとととなる。初等段階から高等段階にすすむに

二‡；欝㌶㍊㌶灘灘：鶏賑
段階では教育の斑の学問繊討の必要は大きいカ・・劉

そめ酪の検討磁継逸麺遠ぼぼこ一嘱a薪
愈「教育繍勅噛繕醸掴民ミ蕩訟ミ醸三聾
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1

国家と，教員毒対立的睦己ちえ，そのいずれに教育をする権利が帰属するかとい

う論議である」1（『学校経営』39A“・一・ジ）が，国家と国爵とを対立的にとらえる・こ

とが誤っているのだから，この論争は当初から無意味に近いとするケースもあ

る。論者は，以下の点からこの論争に言及している。ee－一。論者は，まず，「現

行憲法下において，国はぷ主権者である国民の信託を受けて国政を行っている

のであり，国家と国民を対立するものととらえることは基本的に誤りではない

のか。また，教員は，国民の信託に基づいて運営される国や地方公共団体の教

育行政の一部を担当する立場にあるのであるから国家と教員を対立的な関係に

あるとする考え方は果たして成り立つかどうか。」（風40ページ）と疑問を投げ

か・跳そして，まさt…r杉本判決」V・，「国家と眠国家・xnを髄的

にとらえ，国民ないしその信託を受けた教員に教育をする権利が存するとする

ものであり，教育権の独立をいわば法解釈論として主張するものである。」（同，

40－41　A°　一・ジ）が，果たレてこの主張｝ま成立するかどうか。より一般的にみて，

教育権の独立論には，教育の自由説（憲法田条）！”教育権限の独立説（教基法

10条），教育機能ρ独立説・等々があるけれども果Wて「この巧な教育

権の独立論が，法解釈として成り立っかどうか」、（同，41ページ）。論者はこのよ

うにのべて，以下順次に教育権の独立をいう上記諸説を退けていっているが，

その際に．くりかえして援用されている判決が）b）の「高津判決」にほかならな

い。・反対に，その際にくりかえして非難の対象となっている判決が「杉本判

決」セこほかならない。

　第二。論者のいう「教育の自由説⊥とは，「教員に教育の自由が憲法上保障さ

れていることを論拠として，教育権の独立を導き出すもの」を指し，憲法23条

の「学問の自由」は．「単に大学等の高等教育機関のみに限らず，小・申・高校

等の下級教育機関においても認められるべきであり，したがって，下級教育機

関の教員も，学問の自由の一環として，『教授の自由一教育の自由』を有するも

apと章る。」（同，41ペペジγ1ものをいう曾であるから，、宗像誠也説に代表されQ

憲1法堅条説のことである。，論者は，こ璽「学問の自由」説を？ぎのような論法

　亘多　　　　　　　　　　　　　　一β7β一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学（勝野）

で退けでいくμ）である。’「小で中敦高校等の教員の教真◎息申愉藻法23条にょ

って保障されているどは考えられない。も’とより，教員も学問の自由（研究の

自由および研究の結果発表の自由）を享受するものであり，また，教員が具体

的な教育活動を行うに当たって，その自主性が尊重され，創意工夫が活かされ

るべきことは当然である。ただ，教員が個人として学問の自由を保障されてい

ることと，小・申・高校等の段階の教育において，それが無制約に認められる

かどうかとは別の問題である。」（同，41－42ページ）として，高津判決の説くと

　　　　　（2）
ころを援用し，「学問の自由のコロラリ’一として教員の教育の自由を認めるこ

とができない」以上，『教育権の独立を教員の教育の自由に求める説は，立論

の基礎を失うもの」である（同，43ぺ’，一ジ）という。教育の自由説は成立しない

というのが論者の結論である。i：it者はまた，、教育権限の独立説も，以下の3っ

の理由で成立じないど“ケ譜①，教基法紅ぴ榮②⑳・「諸条件の整備確立」1には内

的事項は含まれない，このことを論拠とする教育権限の独立説があるが，tt内外

両事項は「そもそも明確に区分できるものではな」いし，「教育の目的達成に必

要な諸条件については，このような区分にかかわりなく教育行政の対象とな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
る」（同，44ページ）のである。この点，仙台高裁昭和44年2月19日判決，高津
　（4）

判決，”．等によっても確認できるところである。②教基法10条のほかに，学教

法28条⑥を教育権限の独立の根拠として主張する説があるが．この説は；地公

法32条の規定，また，一学教法28条③の規定一そこでの「校務には，教諭の行

う教育も包括的に含まれ，また，校長は教員の上司であることが明らかであ

る。」（同，45ページ）r－＝：tzCてらし成立しない。総じて，教基法10条・学教法28

条⑥は「教員の教育権限の独立の根拠規定と解することはできない。」のであ

るが，そもそもこの独立説の発想の前提としての「教育内容は，社会の要求を

直接的に受けとめる教員組織によって自律的・集団的に決定されるべきもので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
ある」という考え方それ自体がヂ高津判決の判示にてらしても，干現行の議会

制民主主義の下では成か立な塗堅議論ではない力糾（風4堅衰紗。三◎三麟到宴

の場合は∫憲法76条3項の規定虞蜜迩惹勲職務＠独鶏が嬰璽塾塾甕蛤る璽に対

　　　　　　　　　　　　　　　　一剛一　一　　　　　　　　　1勾



じ，“教員⑳場合ぱ法⑳職務め独涯を保障ずる規定はなく，’むしろ，地方公務員

法32条め規定のまう’に法脊や上司あ職務上あ命令に従う義務があるのであるか

ら，教員あるいは教員集団の教育権限の独立を論ずる余地はない」（同，45ペー

ジ）といわなくてばならない。以上の3つの理由からである。ついで，教育機

能の独立説も成立しない。というのは，「この説によれば，教育の実現しよう

とする価値はピ政治を超越するものであり，したがって，教育活動は自由かつ

独立であるごどを要するから，教員は，その職務を行うに当たっては一定の職

業倫理，すなわち不麗独立の態度をとるごとが要請される。この教育機能の独

立性にc，・教育権の独立の根拠が見出されるという。教育者，学者，裁判官，弁

護士，医師などの文化的な自由職業（プロフェッション）「に共通の職業倫理と

して，不麗独立の態度が要請されることがあり得るとしても，これをもうて，

およそ権利としての教育権の所在を左右することはできない。」（同，46ページ）

からである。この教育機能の独立説とされているものが，かの田中耕太郎説に

代表される学説を指していることは明白である。

　第三。論者は，以上のようにしてすべての教育権の独立説を退けながら，

F議会制民主主義と教育権」の箇所で，総じてこれらの「いずれの説を根拠と

する’にせよ，教育権の独立論の基本的前提は，国家と国民あるいは国家と教員

を対立するものとしてとらえる点にある。」（同，46ページ〉けれども’t「このよ

うな国家と国民を対立してとらえる考え方が成り立たない」ことは，・すでに高

　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
津判決が明ちかにしたところだという。そして，「現代公教育は，国民の付託

に基づいて国のみが行い得るものであり，国民が教員に対し直接に教育を付託

しうる方法は，実定法上のどこにも認められていない。教員は輌1あぐまで国民

の付託を受けて行われる教育行政の，一翼をになう立場にあるものである。」（同，

47・A°・一一ジ）という。公教育ば陶のみが行い得るものである」とする，まことに

無限定的な国家の教育関与権能論　教員の「直接教育責任」（教基法10条）の否

定論〆教員＝教育行政分担者§歳等々がこ七にあるピ加えて，教育の内的事項

｝こづ蔚そは議会制民主主義になじみ難い面があるぎする杉本判決によづても確

　翻4　　　　　　　　　　　　　－37き一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学（勝野）

認されたごく近代的な常識さえ退けで∴「教育内容を教員に一任し，‘何者の干

渉をも排除し得るとすることは，教員の盗意め†に公教育を置く・ことtlL”｛kかな

らない」（同，47ぺニジ）として，国家の教育統制権能の否定は論理必然的に教

員の盗意的教育の肯定につながるかのようにいう。「国家による教育統制か教

員の悠意による教育か」という，まことに単純な問題提起を行なって，その選

択を迫っている．iPけである。もちろん，この問題については，論者は，「議会

制民主主義の下においては，国民の一般的教育意思を最もよく反映し得るもの

は，国会のみであり，国会で制定された法律に基づいて運営される教育行政機

関が国民の教育意思を実現できる唯一の存在である。公教育はこの原理の上に

基礎を置くii）のである。」（同，47A°一ジ）という解答を与えるわけである。

　国家と国民とを対立させて，tらえることがそもそも誤っている，論者はこの

点を・出発点に三据港て干教育権の独立」’説を退ばよ壼と臓ているがi‘近代法とい

うもめは，国家と畠民どを対立さぜでξぢ亮；‥ぞみうえで国良め意患を法的に

表現することによって国家の盗意的な権力行使を制限しようとする，そのよう

な本性をもっているのであり，まさにここに近代法のV一ゾン・デートルがあ

るのである。だから，国民の自由や独立を制限したり否定したりして，反対に

国家権力の自由や権能を拡大し肥大させていく，そのような法解釈は，もはや

近代法の精髄にそくした法解釈ではないのであって，原理的・根本的に法解釈
　　　　　　　　　　　　　　　⑦
の方法を誤っているというほかない。

　近代法・現代法の法解釈の基本は，国家と国民とを対立させてとらえ，その‘

う亮国民の興権利・を拡充し聯盗飾勧行使を搬していくと

いう，まさにごQ点に据えられていなくてはならないのである。

　この論者による一「教育権の独立」説否認論のより緻密な批判は，別の機会に

あらためてしなくてはならない。ここでは，もつばら「近代法の法解釈は国家

と国民との関係をどのようにとらえてなされなくてはならない舛頓興つ

いてttけ，若干言及して蔦頃堅と担め季巨．、、）．，．≡巳巳口、，≡

　（1）IF高津判決」からの引用箇所き：渠現臆公教育にお噂烈寅教壱の私離はρ’習に捨象さ
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　．・れ∴ζれを乗りこえ；国が国民の付託に基づぎ自かちの立場と責任において公教育を

　　実施する権限を有するものと解ぜざるをえない。また，かように老えることこそ，憲

　　法前文が「そもそも国政は，国民の厳粛な信託によるものであって，その権威は国民

　　に由来し，その権力は国民の代表者がこれを行使し，その福利は国民が享受する。』

　　と宣明している議会制民主主義の原理にもそうゆえんというべきである。」

（2）高津判決からの援用部分。「学問の自由と教授の自由ないしは教育の自由とは必ず

　　しも同一ではなく，大学など高等教育機関においては学問の自由の範ちゅうに教授の

　　自由を含むものと解されうるとしても，それより下級の教育機関についてはその教育

　　の本質上一定の制約を伴うことのあるのは当然であって，両者を別異に考えても学問

　　の自由の本質に反するものではない。」下級教育機関における教育については，「教育

　　の対象が心身の発達が十分ではない児童・生徒であり，しかもその教育は普通教育で

　　あって教育の機会均等，教育水準の維持向上を図るため適当な範囲における教育内

　　容，教材，教授方法等の画一化ならびに教育の中立性確保が必然的に要請されるこ

　　と，大学の学生と異なり児童・生徒は十分な批判力もないから，その発達段階に応じ

　　た慎重にして適切な教育的配慮が必要であって，、あくまでも教室は教師が自からの学

　　説，研究の結果を主張，発表する場ではないことなどが教育の自由を制約する要素と

　　なっており，下級な教育機関ほどその制約が強まることが容認されるのである。」

（3）「学校教育の公的性格からして，無秩序な自由放任の許されないことは当然であっ

　　て，教育目的を遂行するためには教育全般の制度，機構を整備し〆その運営を整える

　　必要があるのであり，．したがって，教育基本法第10条第2項にいう条件整備とは，教

　　員の固有の権限である教育実施以外の学校施設，教育財政等の物的管理や教職員人事

　　等の人事管理のほか，教育課程の基準の設定，教育課程管理，教科書その他の教材の

　　取扱等教育内容についての管理運営を含むと解するのが現行教育法制の実定法規に照

　　らし相当である。」

　（4）教師は［教育内容から教育行政を排除するほど独占的な地位を有するものとは到底

　　認められないし・また・・…・1教育事務を内的事項と外的事項とに区分する立場が今日

　　のわが国における教育実情のもとで必然的なむのとーも認められないのである。他芳，

　　国は公教育たる学校教育を運営し，教育目的を遂行する責務を有するから，教育の機

　　会均等および教育水準の維持向上めため教育全般の制度機構を整備する必要がある。

　　したがって，上法条項VCViう条件整備のなかには……教育内容についての管理運営を

　　包含するものと解すべきである。また，かように解することこそ現行教育法制にも適

　　合するゆえんでもある。」

　（5）「本来教育を含む国政全体が国民の厳粛な信託によるものであって（憲法前文），公

」　教育における国の教育行政についても民主主義政治の原理が妥当し，’議会制民主主義

ユ26 一　380　一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学く勝野）

　のもとでは国民の総意1ま国民を通じて法律に反映されるから，’国ば法葎に準拠じて公

　教育を運営する責務と権能を有するというべきであり’，その反面，「国のみが国民全体

　に対し直接責任を負いうる立場にあるのである。他方，国民が教師に対し直接その子

　供の教育を付託し，その責任を追及しうる方法は現行制度上認められていないのであ

　る。」　　　’、　　　’

（6）　註く1）と同じ1。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’㌦．

（7）とはいえ，文部省筋の恣意的法解釈は，このような批判的指摘で撤回されるもので

　はない。「どのようにして無効にしていくか」の問題，教育法学の研究成果の現実的効

　果をどう老えるかの問題，等々の事項につき，あらためて考えてみる必要が生じてい

　るように思う。　　　　　　　　　　　・『

　「不当な支配」「条件整備」

　教基法10条の解釈は，，こんにち；とりわけ争論的な問題となっている。この

解釈の如何が．P国民の教育権か国家の教育権か」め問題te・決定的なイ：ツパクト

を与えるからである6論者たちの解釈の典型はつぎのようである己　．d　tt

　①　「この不当な支配については，国民に主権を与え，国会をとおして国民

全体に責任を負う民主主義の政治体制をとる限り，国会において立法上認めら

れた範囲内における行政上の支配は第10条が不当な支配として否定しているも

のではない」「むしろ，教育基本法が否定しようとする不当な支配とは，国民

全体に対し責任を負えないような，’政党・組合などによる独善的な支配である

と考えられる。」（『読本』49　A°　一・ジ），「この諸条件の整備確立に関しては，初等，

申等教育におけるその目的・目標からおして児童生徒の年令，身心および理解

力の発達段階に応じて国または地方公共団体が能力に応ずるひとしい教育を保

障するために，全国的あるいは全県的立場から教育内容や教育方法にそれ相当

の関与をすることはできるといってさ．’しつかえない」（同，52ページ）。．行政権

の教育統制だけが「正当な支配」となり，行政統制によってはじめて「能力に

応ずるひとしい教育を保障する」ことができる，，と，いうわけであるが，’このよ

うな教基法10条解釈はデ立法者意思と異質である一て『教育専門職の鍾論』：第4部終

章論文を参照のこと）だけでなぐ～．．教育専門職理論に泣1ら解釈麟ぎぢ亮：く相容れ
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　　　　・≡、’－c．．、

ない⑳である6r：パltt、、　・艶1｝と二二’11－　〇三君㍉、

〉’ ある法条規め解釈をする場合∴も6とも根底的庭問われることはどのような

原理縮立・綱髄するかである・事実を無視し輪撫視して・も・ばら

文理だけをみるような，さらにもっぱら「どのようにして行政支配を貫徹させ

るか」の目的意識に立って文理をみるような，そのような法解釈は行政の世界

から排縦れなく嘩竣麺黙準法舗礪獅り方の鉢につい
ては・すでにのべ枠ころで鎮ジ

　②「実定法上は，教員について職務上の独立を定めたり教育の自由を保障

したと解する規定はな」い（r学校経営』52Ae－一ジ）として「不当な支配に服する

ことなく」「直接に責任を負って」等の規定の法源的意味内容になんら二め注意

も向けない論者は，公立学校の教員は「地方公務員として教育委員会の管理の

下に職務を行っている」（同，52ページ）ことばかりを強調し，仙台高裁判決て昭

　　　　　（1）
和44・2・19）を援用する。そのうえで，「国民の総意を教育に反映ざせるため

．に，教育行政は，教育の目的を遂行するに必要な教育の制度，運営の全般にわ

たってこれを整備する責任を有するのであり，教育基本法10条2項に規定する

教育行政には｝：教育内容についての条件整備がその責務として含まれる」（同，

　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
石2ページ）．と断定するにいたるのである。な廷この論者によれば，「『不当な

支配』：吉いうのは，国民全体の意思から離れた支配である。」からして「国民

のデ般意思は国会を通じで代表され，怯律という形式で現われているのである

からぶその法律に従って行動することは，’教育に対する国民の意思に反した不

当な支配とは考えられない6」（同，工01ページ）ことになるのである。

　学校：と教育委員会は相対立するものであるどか後者は外的な条件整備さえし

ておればよいなどという行政軽視の考え方は「いずれも偏っている」（『理論と実

際』β2ページ）のであつてi「学校と教育行政機関を対立する存在としでとちえ

ゐことなく，それぞれ機能分担をしつつ教育事業を営むff‘一一体であるという理

解に立つならばゾ教育行政の範囲を外的な条件整備のみに限定するウという解釈

、｝主1戸面的であるという二已とができる」（屍32ぺ一ジ）〉
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1、学校と教育行政機関と｝は£そ処ぞ処機能分担をしLQつ教育事業を営む統一体

である」という；dのよ：うな理解に立つなちば，『「教育行政の範囲を外的な条

件asueのみ噸鱈る」乏・・う綱斑し狛祭でTくるのであ雪この

ような考え方は「行政軽視の考え方」だということにはならないのではないか。

　③　教基法10条②には「教育の目的遂行に必要な諸条件の整備確立」を目標

とするとあって．「教師が教育効果を果しうるための条件整備」／、，目標とすると

あるわけでは．ない（「文教の課題』47ページ）。だから，教育行政を教育漬動にた

いする奉仕的なものとみるのは誤っている。「教育行政の任務は，．物的施設を

整備することもも、とより必要であるが，教師の人事管理を厳正に行い，陣容の

刷新向上を図ること，教育内容，教授法について適切な指示を行うこともま

た，教育の目的遂行に必要な諸条件の整備確立であ？て・教育行政の最も意を

払，うべき事が・らである。蓼育行政は教師のたtP　9D条件整備ではな，く，教育目的

遂行のための条件整備なのである。」（同s，47fsei7r“t“）g，・－t”∵

　教基法10条②の基底には，A．　B．メールマンの著作『教育行政』を貫く考え

方に代表されるような「教育行政はサービス・ファンクションである」、という

近代的発想が流れていることに，より自覚的でなくてはならないのではなかろ

うカ㌔　二　、・∵　　　　　　　・　　　　　　　　　・　　．　　　二

（i）「公教育は，国家が国民からその固有め教育権の付託を受けて，国民の意思に基づ

　　き国民あたあに行なわれるべきものであり，国良ゐ総意を教育に皮映きせる必要があ

　　るのであ1るが，現にみるごどく，国民の間に教育理念や目的につき見解の鋭い対立が

　1．る場今！国民の二般的教育意思を適法叉声続的保障をもって反映しiるものはL議

　会制民主主義の下においては国会のみであb，，そこT“制定された法律にこそ国民の一

　般的教育意思が表明されているものというべく，’じたがって，上法律に基づいで運営

　　される教育行政機関が国民に教育意思を実現できる唯一の存在であ．6　’zr．；教育実施に

　．当たる者は，か炬る数育行政の芦理に服す6，ことによ．って，国民に対し置年を負う⊆

　　とができるからである。j　．，．　　　．　　　．・、、　　一　　　　一　．ぺ≡

（2）論者はこの論理で教科書検定制度の合憲性・合法性をいう。丁教育め目的達成に泌

ぐ嚢瀦条廠っ歳嫡蝉專庭和鶴頑枢惑繊～紡な繊舗麟残ま象瀦
廷渚ものである。教科書検定爆ξ顕・違禦心身蟻瀕鍾．癒鎮嬢瀦廼切な教育

　　　　　　　　　　　　　　　　＝9§琶＝．　　　　　　　　　　　斑



二日“を施じら教脊め機套均等と教育め水準め維持向正をほかるため，国家が教育行政の任

・：，務として行うものである6」lrすなわち，教科書検定はr“憲法に適合する学校教育法の

　．命ずるところを執行する教育行政機関の行為であり，これが教育基本法10条にいう

　『不当な支配』にあたちないものということがそきる。J（r理論と実際』71ページ）。

　研修義務　’1’　　　　　：’‘　ジ

　教職員労働者にとらて研修は権利なのか義務なのか。もしも研修が義務だと

すれば；誰にたいして負う義務なのか。生産労働者たちの労働は；使用者の指

揮・命令の下での，資奉のたあの，労働である。だから，彼らの研修は資本の

ための研修となちざるをえない。「その勤務能率の発揮及び増進のために，研

修を受ける機会が与えられ」たり，この研修は「任命権者が行うものとする。」

となったりする（地公法39条①②）ことにもなる。教職員労働者たちの労働

は，資本のための労働ではなく，「教育を受ける権利」の享有主体である子ど

もたちのための労働である。資本のたあの労働である一面ももつが，まずは子

どもたちのための労働であるごとを杏定するこ・とはできないだろ5。とすれ

ば，彼らの研修は，資本のための研修ではなぷ子どもたちめための研修とな
　　　　　　（1）
らざるをえない。つまり，もしも研修義務をいうのであれば，それは子どもた

ちの発達権保障に負う義務となり，資本に負う義務では本来ないことになる。

だから，教職員労働者には，地公法39条が適用されずに，教特法19条・20条が

適用されることになったのである。資本のための研修であれば任命権者が主催

することになるが，子どものための研修となれば，研修の主催権者を任命権者

とすることは論理上不可能である。研修主催権者は少なくとも任命権者ではあ

りえない・では・論者たちは加垣．に説いているか．　　、．

　①「教職が専門職であるとするならば，その地位は，専門職にふさわしい

地位・待遇等の外的・物的条件の整備等め諸施策もさることながら，なにより

も，教職にある者自身の側からの努力によってこそ確立されなければならな

い○そのためにはザ個々の教員カミ教育寒践に．そく、レた研究に主体的に取り組

み，研修活動を強化するこ葱にま⇔羅ジ教員の集団が社会的に認められる以外

　130　　　　　　　　　　　　　　－384一
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濯ぞあ菌ま麟く」：磯本』磁び2ジ氾教職員あ剛象ま「『教育ゐ本質ほ教師ε児

童生徒との人格的ふれあいにある』という崇高な鍾念」があればこそ，どりわ

け重視されるわけであり，この意味で「一般公務員等め研修が常に勤務能率の

発揮および増進を目的として行な｝i’れるのに対し特殊性を有する」（同，146－

147ページ）。こうした論者の主張をみていると，専門職者教員の自主研修の権

利にまで論及していく論理必然性さえもが感じられるが；そうはならずに，こ

こまでのべながら以後の研修論は形式主義的なものになってしまう。地公法39

条（研修）については教職員の「研修についてもこれらの一環をなす」という。

地教行法45条を解説して，「地公法，教特法では，研修は任命権者が行なうもの

とされているが，県費負担教職員の服務監督権者である市町村教育委員会も研

修ができる」という1（同，・147ぺ⊆ジ）。国公法73条には能率増進計画の規定が置

いてあるご：とを指摘渉る富ごゲじてジ遁黙裡に，「公務員教職員の研修も，主催権

者は主に任命権者であるこど，’能率ゐ発揮・」　f・SS進を目的淫ずる琶老〉を理解さ

せようとする。そのうえで，教特法19条・20条め説明に入り，719条①庭は「罰

則規定はない」から，これは「教育公務員に対する一種の道徳的規定である」

（同，148ページ）としたり，20条②につき「教員の職務の中心をなすのは授業で

ある」から，「これに支障がない場合に限つて本属長の承認を受けて研修でき

る」（同，149ぺニジ）ことを強調したりする。こうなってくると，教員の研修には

「教育の本質⊥「崇高な理念」に由来する内容的な特殊性があらたのに，一もはや

そうした特殊性は消失じて，’形式的・機械的に研修に精励する必要があること

だけがいわれるようになる。第一に，・勤務時間外自主研修の場合は，「勤務時間

申は職務に専念し，それ以外め時間をいかに過ごそうと自由である」（同，149ペ

ー
ジ）。第二に，職務命令による研修の場合，「服務監督権者は，研修を命ずる

にあたっては；r自ら行なう研修以外の研修の内容が勤務そのものと評価しう・る

ものであるか」を判断したうえで命じなくてはならない（同，、’15e」Se：ニジ）。第三

に，；’職務専念義務免癒⑳研修の場台ジ教員の研修は夏期休業等の長顕糠業期間

申め自宅研修が多いめ稔「じゆう．ぷん配慮すゐ必要カミある。」年本来の勤務時間

　　　　　　　　　　　　　　　一一鎚85－　　　　　　　　　　　　　　　131



を§きがか熟±菊給である蔓と1からb擦も研修内容は号職務と密接な関連を持

つものであるか，研修の成果が今後の職務遂行に役立つものであるかどうか

を，あ・らかPめ提出させる研修計画をもとに吟味しなければならない○研修後

には，報告書の提出を求めることも自宅研修制度の趣旨b｝ら当然要請される」，

「職務専念義務を免除されて自宅研修を行なう者は，あらかじめ提出した計画

書に基づき，当該免除された時間中は研修に専念すべきものであり，自己の用

務・休養等にあてる等の場合は・年次有給休暇等で処理すべきで・いやレ≦も

自宅研修に名をかりた脱法行為｝ま許されなしミQ」〈同・斐警ニジ）。夏休み期間中

の疲れな身心を癒やす休養は「自宅研修辱名をかりた脱法行為」にあたるとい
　　　　　（2）
うわけである。・’

　②　この論者の研修論を貫く論理は明白であるq教職員の職務内容は服務監

督権者の命令で決まるから，服務監督権者はそうした職務内容の能率的遂行に

役立つかどうかで研修を許可レたり命じたりすべきである。また，夏休み期間

中等の労働力も買った労働力なのであるか、ら，教職員自身に自由にこれを使わ

せてはならない。ζ二のような論理である。つまり，公務員教職員の労働力も商

品なのだから，これをより能率的に使用できるよう・に校長が研修を命ずるので

あり，教職員自身も自分の労働力をより使用されやすいものにつくりかえるべ

，く努力しなくてはならない，というわけである。論者の研修論を貫くこの論理

にどのよう二な特殊性があるのだろうか。使用者の指揮命令下で行なう労働その

ものに必要な限りで研修を認めるのであり，子どもたち・の夏休み期間といえζ

も教職員の勤務時間であることにかわりはないからs’出校して勤務するか承認

された計画書にしたがって研修するかしなくてはならない，という6この研修

論に若干なり之も特殊性があるか。’このような研修観に立てば，必然，研修は

義務となり，しかも使用者に負う義務となる。研修によって，労働力の使用者

にとっての有用性を高めることが課題となる。　’．

：干研修内容が教員の職務と、密鞍な関係があ力ぶ職務の遂行に直接的に役立っ

妻a判断される」場合，その研修Ptの参加を工上司から職務として命令されるな
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ち」ぼ㌻教員ほ琶れを拒香挙ると乞ができなV・のセ泌り事拒否ずれば地公法32

条め玉司の職務上の命令淀従う義務に違反することになるどする発想（『学校経

営』167ページ）も，同じ研修観に立らているとみられよう。

　③　「教師め重要な使命，職務の特殊性にかんがみて，教職がプロフェッシ

ョン（専門職）とじて評価され，世人の尊敬を集めるとともに，教師の資質向

上が，他の職業以上に，強く要請きれるめである。」’（『義務」163A・一ジ）とのべ，

教職の専門職性を教員研修論の出発点に据える論者も，職務命令による研修の

場合，「市町村教育委員会や校長等の上司から命令されi教師は自己の都合に

ょってこれを拒否することはできない。：”通常の職務命令同様，二拒否すれぼ職務

義務違反となる。」〈同，．i66ぺ一ジ）一巴じ治命令権者の企画する研修や行政当局

の主催する研修べの参加が強制で善るという。教特法20条②の「本属長の承

認」について｛騎承認を与えるかどうかは「本属長の自由裁量である」から

「承認されなくても文句のいえる筋合いではない。」（同，’168ページ）、などどい

う。行政権者がその価値があると判断した場合にかぎって，職務専念義務免で

承認を与えたり，研修命令を発したりすべきだという発想も，専門職者の研修

観を支える発想とは異質なものである。専門職者の研修の必要は，，上司の指揮

命令下で職務を遂行じていることからくるのではなく，依頼入の人権保障に専

門職者自身が直接に責任を負っていることからくるのであるb－「その職責を遂

行するだめに，絶えず研究と修養に努め」、（教特法19条①〉”’；な”〈’ては，・依頼入

の「教育を受ける権利」「学問学習の自由」が保障で1きないからである。’

④一教特法20条によって本属長の承認があれぱ職務専念義務が免除されると、

いう制度は，・F教員についてだけの特例であり」下教育め特殊性にもとd．ぎ，・職

務としての研修めほかに，教員の自発的な研修を奨励し」たものであるtt（「学校経、

営』168ページ）ど’までいう論者も，20条②は「授業に支障がないかどうかめ判

断を本属長の自由裁量に委ねている」（同，169ページ）ど解しており○本属長

は，、職務との関連が密接巻あるか宕その研修が脊後の職務遂行庭役重らが☆等

等を判断して承認すべきで拓る三二（同，q6蘇一ジ）というご　　1’　’：：‘　　ゴ

　　　　　　　　　　　　　　　ニ諮工　　　　　　　　　　　　斑



．、］⑤・，地公法39条IQ原則は¶「公務員である教員の研修についても」あてはまる

としながら・（『学校経営』164ページ）も；「その職務の特殊性」から『「特段の配慮が

要請される」ことから教特法19条・20条が置かれてい，ることは教育公務員の研

修と一般公務員のそれとのあいだに「内容において大きな差異が認められ」て

いることを物語るとする（同，165ページ）論者は，その差異を3点から指摘して

いる。一般公務員の研修は「勤務能率の発揮及び増進」の手段とされているが，

教育公務員のそれは，「その職責を遂行するため」のものどして，「職務遂行の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
不可欠の要素として」（同，165Ae・一・ジ）とらえられていること，教特法が教育公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
務員の研修に関する任命権者の任務をよ．り積極的に規定していること，それが

「教育公務員の主体的；1能動的な研修を期待し，そ・の自覚を促している」（同，165

Ae－．ジ）こと，この3点である。1しかし，教特法19条・20条が教員に研修権を

保障したものとは解さず，反対に，論者はこの主張を退けている。「教特法19条

①の研修義務の規定は，一般公務員の他律的規定と異なる自律的規定であり，

その19条②や20条の任命権者の研修施設整備や機会提供の義務と相まって，教

員に研修権を保障したもの」とする説に対しては，「これらの規定は，．一般公

務員の研修とは異なる表現をとっているが，教員について研修の必要性を強調

し，それを一般公務員とは異なる角度一教員個人の自主性，能動性に期待す

るという角度から規定したもの」にすぎない（同，166ページ）’という。また，憲

法23条・26条などを根拠として「教員の研修には自主性・独立性が保障されて

いなくては・ならない。だから，教特法19条は教員本人の自主的・主体的な研修

を認めているのrc“あり，任命権者の役割は研修の条件整備を本旨とすべきもの

である。したがづて，都道府県および市町村の教委の計画・実施する研修は，

教員の研修の自主性を奪う：危険性を有するから｝教員の自主研修を妨げない範
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
囲で補充的な意味しか認められない」とする説に対しても，教特法19条は「教

員IC研修についての積極的な態度と意欲を求めたもの」にすぎず，上記のよう

な説蟻「現行法の解釈蜜嬉淋詑是認すゑζ己が苦きない。」（同，1（鹸斧1ジ）と

い痴‥．．　　　　∴∵．tt．・・議：L☆、ンー一　　：，r・．ジ、一

違　　　　　　　　　　．．　3｛｝f5”．．
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，⑥撒特法19条①を鮪限宝るwa？e｝‡，，　・／「その職責を遂行するため⊥とい5研

修ゐ自的規定にとbわ：’げ注憲じ敏匂まなら齢が，論者は，’rここ畷職の

特殊性一専門職性を認める見解もあるが，この表現のみでは必ずしも十分で

はない。」（『理論と実際』197ぺ三ジ）としてこれを退け，「職務遂行との関連を強

くとらえた」もの汀公教育という一貫した職務に従事する職員としての立場が

はっきりしていることから」いわれたもの，などと解し（同，197A°一一ジ）てしま

っており，はては教育公務員の場合には「他の公務員よりも職務との関連性も

必要性も高く，その機会もまた多いなどの実態P｝ら」（同い198ページ）教特法19

k①を・らえることをして・・る・∴1。．、

⑦賄縮のなかに・，と・〈垣鋤鯵への参加」を醜にするケースが

あり，「教研集会の内容蔭礒教葺活動に関するものも含まれるから，、これへの参

加が自主的研修とじてあ側面を有しないとまで断定することはできない」（『学

校経営』172ページ）と・比較的にリアルにこれをみている。そして・，「職務研修

＝行政研修と同じく出張扱いにせよ」とV，〉う要求は、「論外だ」としてこれを退

けながらも一論者の言葉の用法では，命令研修，職務研傷行政研修が同義だから，

あるい醐獅修が「職務命令による研修」と嚇だから・このような繍が下されるけ

氾も塙獅齢「嚇にかかわる研劇と瞬蝉，獅集会はまさに職獅繰会

となる一，「教特法20条②こいう研修とレて職専免の扱い，にせよ」．という主張

は「当然ありうる」（同，172ページ）とのべていることは，『’・；定程度評価してお

いてよいであろう。　”　　　　　　　　　　　・．

　（1），生産労働者の研修が「資本のための研鋒」であるのに対して，専」門職労働者の研修

　　は「依頼人＝子どものための研修」であるという研修論は，、社会科学的にみて十分に

　　科学的なものだとはいえない。専門職労働者の研修は，論理上でも，また事実のうえ

　　でも，「資本のための研修」の性格をもっているからである。こんにちt，この性格は

　　いっそう強くなってきている。そこで，「資本のための研修」的性格と「子どものた

謬鷲讐ξの関連をどう艦るか力竃艦なるし澗題に只懸憩ま

・②舗者訪は情詩劇繕伴6籔自繍麟〆轍撚滅じ迦理素懸籔ある

∵・ということに対レ璽鷲舞鏑筆璽貞顕修蟻騨曝琴季繊鰻護纂1ざ力疹
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’；」：：ざるものであつて，ζの研修¢泌要がないどΨSう；議論ほ激員の専門職性を百定するも

　　の・であ．り，研修を義務づけた教育公務員特例法の精神にももとるのである・という反論

　　，がなされるかもレれなし）。しかし，教員に研修ρ必要がないということを主張してい
一 　るのではない。ただ，年次有給休暇がなかなかとれないという実態を前提とするかぎ

　　り，一番とりやすいのは1夏休み等め長期休業中の時期であるという点を指摘してい

　　・るにすぎないのである。・一般的にいつてt’日の授業を犠牲にして休むよりは，一日の

　　自宅研修を犠牲vcy．て休む方が）．学校運営に支障をきたす度合が少ないと同時に，教

　　員自身ものびのぴとほんとうの意味での休暇を過ごすことができるのではあるまい

　　・か。」（『読本』f45ぺごジ）。覧㎞専免にま丁る研修の制度は・「夏季休業等長期休業期間中

　　にジいわゆる自宅研修として活用されている。学校の休業期間申といえども，教員に

　　とっては授業期間中と同様に出勤して勤務に服すべきものであ一るが，．その期間は授業

　　に支障が生じない場合が多いのは事実であるから，運用よろしきを得れば法の趣旨に

　　もかなうであろう。しかし，その内容が単なる旅行とか病気休養などであって，休暇

　　日と同様の実態であるとすれば，この制度の趣旨に反することになり，『それらの場合

　　には，年次有給休暇で処理すべきものである。」（『学校経営』170■°　・一ジ）。

（亘「職を遂行する」というCζ≒「鵬を逝する」ということとを論都同義に

　　解Uているけれども，こめ両者はその内容がまったく異なる。「職務遂行の不可欠の

　一1要素として」の研修というごとであれば，およそいかなる職種の労働者の研修にっい

．てもいいうることであって，研修を必要としなし・ような労働はありえないといっても

　　恥教特法19条のめ「職責」媒・したカi・て・「鵬上の責任」一般を指すの
　　で・よなく・蜘・鮪な「専聯的職責」を指す玩で勢・、．だから・そ獺力・その

　　「職責を遂行する？こめ」の研修は自主研修であるほかなくなるのである。なお，拙著

・t　”t 『教育専門職の理論』（前出）617ぺニジ参照のこと。’

1（4）「任命権者ap’任務をより積極的に規定している」とい：うだけでは，研修条件の整備

　　に関してそのような規定をしているの坑それとも研修そのものの計画・琴施まで含

ご『
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然である；三芝きれて訴菊騨｛じカ・じ；；：教育公務員め貧う丁職務ヨ専念義務はi教

育公務員あ労働権・団結行動権の行使の制約の法理たりうるのであろうか。

　地公法30条には，「服務の根本基準」が示され，「すべて職員ほ，全体あ奉仕

者として公共の利益のために勤務し，且つ；職務の遂行に当っては，『全力を挙

げてこれに専念しなければならない。」とある。「職務に専念する義務」をいっ

た同35条には，「職員はジ法律又は条例に特別の定がある場合を除く外，その

勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い，当該地方

公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」．とある。

論者たちも，これらの規定から「公務員の勤務は無定量めものとなりやすい。

それでIX．現代的雇傭関係として不都合なことになる」（rハンドブック』204A・　一・ジ）

こと，「戦前のように無定量の勤務義務を負う」ことを規定しだ電のでぱなく

「職員に割猶で餓瀕麟間眺限る⑰窃馳と」〈議蹴349ぺ＿ジ）㌃

を認める。「しかし；’i　M者たぢほ，ふ法令識丁義務菟」1透場合を別淫じそ；・勤務時

間内の・いっさいの職務命令服従拒杏，いっさ1いの職場離脱行為，．を「職務義

務違反としてその責任を追及」しうる根拠規定たりうるものとして，これらの

条文を解釈している。

　地公法の30条・35条などがそのまま教育公務員の職務命令拒否行動等を処断

する根拠条規たりうるような法解釈であ‘るが，’ 「教育を通じて国民全体に奉仕

する教育公務員の職務とその責任の特殊性」（教特法1条）一にて1らして考える

ならば，’ 地公法の30条・35条をそのままに教育公務員にも適用して，．職務命令

拒否行動等を処断することは極めて困難なことになるのではないか。、この点，

ほりさげて検討しておくべき問題である。

r 私は；教育公務員もまた「職務専念義務」jb｛ら自由ではありえないと考える。

しかし，どめような勤務態度をつかまえて「職務に専念している」とみるかは，

職務専念め状態を形式主義で理解するか内容重視宅理解するか，L専念すべき職

務の内容をどう’とぢえ・るか，でまうたぐ違ってくると考えられる。ま：B＃；・・1「職

務専念義務」を形式主義でみれぼ；：．上司かち命合きれた無限定あ裟種あ職務を
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　　三　、：∵’：ごミ・こ；：：そ：

勤錬職時妙轡麺卵瞭壕轡馴噺卸場所醐砂鞭
か，等姪そ鴎紗巌が判断迎’務で鯖携じカ・し，これを内容重視

の角度からみるなら，一職務に専念すれぱこそ，一職務に専念する義務を負ってい

るからこそ，特定職務の履行を拒否する，．拒否しな，くてはならないというケー

スが多くでてくるのである。というのは，教育公務員の場合，職務に専念する

義務は，上司にたいして負うのではなくて、，より本質的には，i子ども・両親に

たy・．して負っているのだからである。

　．では，「義務免」制度をどうとらえるか。残された問題としてこれがあるけ

れども，別の機会｛ζ詳レく検討してみることにする6．

　全体の奉仕者

　教基法6条②には「法律に定める学校の教員は，全体の奉仕者であって」

云々という規定があり，学校教員を「全体の奉仕者」とする。憲法15条②には

「すべて公務員は，全体の奉仕者であって，一部の奉仕者ではない。」．とあり，

公務員を「全体の奉仕者」と規定している。この2つの規定を合わせて考える

なら，とくに教育公務員の場合，私立学校教員と比較して，その「全体の奉仕

者」性はよりつよく二重に求め・られていることになる。私立学校の教員といえ

どもtt教基法上プ「全体の奉仕者」である点において，「自己の使命を自覚し，

その職責の遂行に努めなければならない。」点において，教育公務員となんら

異なるところはない。しかし，．後者の場合・さらに憲法15条②によって・「一

部の奉仕者」、に変質することがとりわ一けてつよく許されないこととされている

わけである。

　では，学校の教員が「全体の奉仕者」であるとはどういうことか。この問題

について，私は，相当に具体的に考えておく必要が生じていると考えている。

と一．いうのは，この問題にっき，つぎのような理解が流布せしめられているから

である。　　　　／：　　t…　．，t！t’　一・’一　　・．一　　　’　　　　　．・　t・／・　1　’」

一
干『学校の教員は全体の奉仕者である』””と法に謳われているdこのことから，．

　！38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－392：一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

志
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学校の教員は∫1教育委員会惑校長に佳薙る、もの階はな◇j，－7．X員が教育を行り｝に

当って，それらから何らの規制を受けるものではない、－1自ら父母，住民と提携

して職務を行えばよいといった議論が，一部に見られる」けれども，「全体の奉

仕者であるということは，公務員全般に要求されている職務上の倫理である。

全体の奉仕者なるが故に直接の上司を抜きにして教師が自主独立の地位に立ち

うるものではない。公立学校の場合；教職員が校長や教育委員会の指示に従っ

て職務を遂行することこそ，自治体住民の全体の奉仕者として勤務することと

なるわけであ」って「ここに公務員たる教職員の立場がある」（「文教の課題』”17

ページ）。なるほど，教員は「教育活動の主体である」ことは認められるしその

「主体性がなければ，教育活動そのものが生かされない」から，教員は「その

聯輌恒・鷲繊醐自主性がある麺・7・°．f．・！）1し凡

教即・蜘省の鰻鰻要鰍績蚕欺の教育方針，麟上opt，司噛示・

命令∫等々に従って教育に従事す萢公務員懇おる・ごとと汀教育活動の担当者と

して主体的人格者である1こと」と｝ま〒荷ら茅盾ずるもわぞほなく；両立しうる

1ものである。また両立させなければならないことである。」（同，18ページ）。

　教育の主体者は教員であって，校長も教委もこれにたいする奉仕者である，

教育行政はこの主体者である教員のためにその要求する諸条件を整備しなけれ

ばならない，等の主張では「ものごとの秩序が逆になっている」（同，45ページ）。

というのは，「子弟を教育する責任と権利は，本来的に父母にあると考えられ

るべきもの」であり，「教育委員会はその父母の付託を受けて教育の営みを行

うものである。現実に学校を設け，教師を選任し，教育内容について指示を行

う教育委員会は，父母住民に対し責任を負ってそれらを行っている」（同，45ペ

ー ジ）のだからである。「父母，住民は，教職員の使用者であり，住民に代って

使用者としての職責を行うものが教育委員会なのである」（同，45Ae－．ジ）から，

「教員が学校管理の責任者である校長，教育委員会の指示に従って誠実に職責

を果すことこそ，全体の奉仕者たるの職責を全うするゆえんであ」．るく同，、46ペ

ー ジ）のだからである。
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L　　

　　　　二；ra’体め奉仕者ゴであるため1こぱ，　t教職員ほ文部省三教育委員会・校長の指

　　　示に従ってその職務を遂行する以外にないという議論であるが，一人ひとりの

　　　父母・住民にたいし，その全体にたいして教職員が責任を負っていくために

　　　　は，論者のいうようなメカニズムのなかに教職員は入り込んでしまうことはで

　　　　きないのである。教職員は「国民全体に対し」て奉仕する責任を負っているか

　　　　ら，「全体の奉仕者」であることは疑いのないところであるが，「国民全体に対

　　　　し直接に責任を負」う（教基法10条）ためには，一人ひとりの父母・住民と直

　　　接に接触して，その教育要求にこたえなくてはならないからである。

　　　　　　　　　　　　　－　1　－　A

　　　　　「特別権力関係論の批判」のその（1）をここに発表した形になったけれども，文部省筋

　　　　の関係文献もかなりの数にのぼり，問題が極めて多岐にわたっているため，当該「理論」

　　　　の関係部分の整理さえ十分に行なうことができていないし，ましてその批判もいまだ部

　　　　分的なものにとどまっている。したがって，機会をみて，相当の補充をしなくてはなら

　　　　ないと思っている。しかし，教育労働法学の観点からS7；．る老，澗題は、．第5章の第1節

　　　　によりも，その第2節にあり，特別権力関係論にょる団結握否認論をξう批判するかに

　　　　ある。次回の「特別権力輿係論の批判」そ¢塑は，いま少ビ満足のいくものに仕上げた

　　　　vXと恵二X轡るゴ　ke’；ボと鵠ぺ♂〇六右肝ちが≒噺や⇒気ば“”u“こ‥

　　　　≡～亨㌻己勺望二ざへ与廷㌶毫工4渓塞喜蚤撰註㌻＋蔑●妻べぷ∵・プスニごく㌘1・

　　　　鰺・ふこ璃慧逮与共毒責号阜蚕寸誉ご渋責馨墨違鼻蔀踵07’い一㌧義邑∨彗

　　　∵、ご三そ．∫ε≡こ・いゴ、轄工寧て≧壬ぷみ瑳二言志ペ　ジ・隻㌧渥くぷ蘂☆一・
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